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張
恰

明
治
一
○
年
（
一
八
七
七
）
七
月
渭
国
廩
門
に
コ
レ
ラ
が
流
行
し
て
い
る
と
の
報
告
に
も
と
づ
い
て
、
わ
が
国
は
そ
の
上
陸
を
阻
止
す
べ
く

対
策
を
こ
う
じ
た
が
、
同
年
九
月
長
崎
港
に
入
港
し
た
イ
ギ
リ
ス
商
船
か
ら
つ
い
に
コ
レ
ラ
が
わ
が
国
に
も
侵
入
し
た
。
こ
の
年
の
患
者
総

（
１
）

数
は
一
万
三
八
一
六
名
、
う
ち
死
亡
数
は
八
○
二
七
名
で
あ
っ
た
。
致
命
率
は
実
に
五
八
・
一
％
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。
西
南
戦
争
に
全
国
か

ら
参
戦
し
た
兵
士
が
九
州
を
転
戦
し
、
戦
闘
終
結
後
か
れ
ら
が
日
本
各
地
に
帰
還
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
国
的
規
模
の
流
行
が
惹
起
さ
れ

近
代
的
統
計
が
採
用
さ
れ
て
以
後
、
コ
レ
ラ
患
者
が
も
っ
と
も
お
お
く
見
ら
れ
た
の
は
明
治
一
二
年
で
あ
る
。
こ
の
年
の
コ
レ
ラ
発
生
状

況
調
査
と
指
導
の
た
め
に
沖
縄
県
に
派
遣
さ
れ
た
土
屋
寛
信
は
、
私
的
な
記
録
と
し
て
『
琉
球
紀
行
」
を
の
こ
し
て
い
る
。
こ
れ
を
と
お
し

て
み
た
沖
縄
県
の
行
政
と
コ
レ
ラ
の
流
行
状
況
の
概
要
を
の
べ
る
と
と
も
に
、
土
屋
寛
信
に
つ
い
て
調
査
し
え
た
知
見
を
報
告
す
る
。

一

｜
明
治
一
二
年
の
コ
レ
ラ
の
流
行

明
治
一
二
年
沖
縄
県
の
コ
レ
ラ
流
行
と
土
屋
寛
信

は
じ
め
に

日
本
医
史
学
雑
誌
第
四
十
五
巻
第
三
号

平
成
十
一
年
九
月
二
十
日
発
行深

瀬
泰
旦

平
成
十
年
十
月
八
日
受
付

平
成
十
一
年
一
月
十
八
日
受
理
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明
治
一
二
年
（
一
八
七
九
）
に
は
ふ
た
た
び
こ
れ
を
う
わ
ま
わ
る
コ
レ
ラ
の
大
流
行
に
見
舞
わ
れ
た
。
三
月
一
四
日
愛
媛
県
温
泉
郡
魚
町
に

（
２
）

突
然
発
症
し
た
コ
レ
ラ
は
た
ち
ま
ち
に
全
国
に
伝
播
し
、
わ
が
国
第
五
次
の
大
流
行
と
な
っ
た
。
海
外
か
ら
も
ち
こ
ま
れ
た
感
染
で
は
な
く
、

（
３
）

土
地
の
人
た
ち
の
中
に
保
菌
者
が
い
て
、
暴
飲
暴
食
が
き
っ
か
け
で
発
病
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
八
月
一
七
日
ま
で
に
患
者
は
七
万
六
五

（
４
）

一
七
名
、
う
ち
死
亡
し
た
も
の
は
四
万
一
九
一
五
名
で
、
致
命
率
は
五
四
・
七
％
で
あ
っ
た
。
九
月
一
七
日
付
け
の
東
京
日
日
新
聞
に
よ
る

（
５
）

と
、
九
月
一
七
日
ま
で
の
総
患
者
数
は
一
三
万
八
九
五
三
名
、
死
亡
者
は
七
万
六
三
四
二
名
を
か
ぞ
え
た
。
八
月
中
旬
か
ら
の
一
ヶ
月
間
の

発
生
患
者
は
六
万
二
三
五
六
名
、
死
亡
者
は
三
万
四
四
二
七
名
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

同
年
一
二
月
二
七
日
大
阪
府
下
の
最
後
の
患
者
発
生
ま
で
、
日
本
全
国
に
わ
た
り
患
者
の
発
生
を
み
な
い
土
地
は
な
い
ほ
ど
に
蔓
延
し
、

（
１
）

患
者
総
数
は
一
六
万
二
六
三
七
名
（
罹
患
率
は
人
口
十
万
対
四
四
六
・
○
）
、
死
亡
者
は
一
○
万
五
七
八
六
名
で
、
致
命
率
は
さ
ら
に
増
加
し
て
、

（
１
）

六
五
・
○
％
ま
で
上
昇
し
た
。
こ
の
流
行
の
た
め
に
要
し
た
費
用
は
一
六
五
万
八
七
七
六
円
余
の
巨
額
に
の
ぼ
っ
た
と
い
う
。
衛
生
行
政
の

近
代
化
に
着
手
し
た
明
治
政
府
に
と
っ
て
は
、
ま
さ
に
大
き
な
試
練
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
一
方
で
は
こ
の
コ
レ
ラ
の
大
流
行
が
、
そ
の
後
の
衛
生
行
政
の
発
達
を
う
な
が
し
た
と
も
い
え
る
。
明
治
一
○
年
に
内
務
省
は
「
虎

（
６
）

列
刺
病
予
防
法
心
得
」
を
さ
だ
め
、
海
港
検
疫
、
避
病
院
、
届
出
、
交
通
遮
断
、
消
毒
等
の
詳
細
な
規
定
を
も
う
け
、
東
京
府
を
の
ぞ
く
各

府
県
に
布
達
し
た
。

明
治
一
二
年
一
月
内
務
省
は
伝
染
病
予
防
法
規
を
鋭
意
立
案
中
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
公
布
を
み
な
い
う
ち
に
ふ
た
た
び
コ
レ
ラ
の
大
流
行

（
［
ｊ
）

に
見
舞
わ
れ
た
。
そ
こ
で
そ
の
規
則
案
の
中
か
ら
コ
レ
ラ
に
関
す
る
部
分
を
抜
粋
し
て
「
虎
列
刺
病
予
防
仮
規
則
」
を
発
布
し
た
。
さ
き
の

「
虎
列
刺
病
予
防
法
心
得
」
を
さ
ら
に
前
進
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
コ
レ
ラ
の
予
防
に
は
、
国
内
侵
入
を
阻
止
す
る
こ
と
が
急
務
で
あ
り
、

（
８
）
（
９
）

こ
の
た
め
「
海
港
虎
列
刺
病
予
防
仮
規
則
」
が
制
定
さ
れ
、
海
港
検
疫
が
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
ま
も
な
く
「
検
疫
停
船
規
則
」

に
改
正
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
諸
施
策
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
は
い
え
、
当
時
の
医
学
水
準
を
も
っ
て
し
て
は
コ
レ
ラ
の
流
行
を
阻
止
す
る
こ
と
は
至
難
の
業



句局『ー

｡／0 誌
明
治
維
新
後
は
琉
球
に
熊
本
鎮
台
の
分
遣
隊
が
派
遣
さ
れ
、
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
三
月
分
遣
隊
軍
医
多
納
光
義
が
一
般
島
民
の
診
療
に

雑学
あ
た
っ
た
。
こ
れ
が
沖
縄
県
民
が
西
洋
医
学
の
恩
恵
に
浴
し
た
最
初
で
あ
る
。
明
治
政
府
は
こ
の
年
那
覇
に
内
務
省
出
張
所
を
も
う
け
、
つ

史
Ｅ
）

稚
い
で
明
治
三
年
内
務
省
出
張
所
医
局
を
設
置
し
医
局
長
に
脇
屋
瑞
が
就
任
し
た
。
明
治
一
二
年
に
沖
縄
県
が
設
置
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
、

日
内
務
省
出
張
所
医
局
を
県
に
移
管
し
て
沖
縄
県
医
局
と
改
称
し
、
こ
れ
が
の
ち
に
沖
縄
県
病
院
に
発
展
す
る
が
、
脇
屋
は
ひ
き
つ
づ
き
医
局

窄
四
年
頭

鐸
保
二
倖

Ｆ
Ｄ
（
吃
）

翻
れ
た
。 琉

球
は
地
理
的
関
係
か
ら
、
も
っ
ぱ
ら
漢
方
医
学
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
記
録
に
あ
ら
わ
れ
る
医
師
は
、
尚
寧
王
の
初
年
一
五
八
九
年

（
天
正
一
七
年
）
頃
琉
球
に
渡
来
し
た
越
前
の
医
師
山
崎
守
三
が
最
初
で
あ
る
と
い
う
。
琉
球
な
ら
扁
鵲
の
妙
法
が
の
こ
っ
て
い
る
に
ち
が
い

（
Ⅲ
）

ｊ
な
い
と
か
ん
が
え
て
、
こ
れ
を
学
ぼ
う
と
故
郷
を
後
に
し
て
那
覇
に
移
住
し
た
の
で
あ
る
。

９９四
一
六
三
七
年
（
寛
永
一
四
年
）
具
志
川
王
子
朝
盈
に
し
た
が
っ
て
京
都
に
お
も
む
い
た
葉
自
意
（
俗
称
休
意
）
は
、
寿
徳
庵
玄
由
に
つ
い
て

（
Ⅱ
）

鴉
四
年
間
医
学
を
お
さ
め
て
帰
国
し
、
医
療
に
従
事
し
た
。
以
後
幕
末
に
い
た
る
ま
で
漢
方
医
学
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
が
、
一
八
三
七
年
（
天

霊
保
二
年
）
ア
メ
リ
カ
の
伝
導
医
パ
ー
カ
ー
府
房
禺
甸
国
鳥
①
計
（
畠
宣
‐
勗
諸
）
が
、
牛
痘
接
種
を
伝
来
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
西
洋
医
学
が
舶
載
さ

（
Ⅱ
）

長
兼
衛
生
課
長
の
職
に
あ
っ
た
。

沖
縄
県
で
は
明
治
一
○
年
に
コ
レ
ラ
の
流
行
は
な
く
、
明
治
一
二
年
に
は
じ
め
て
流
行
が
あ
り
、
こ
れ
が
史
上
最
大
の
流
行
に
な
っ
た
。

こ
の
年
の
患
者
数
は
一
万
二
九
六
名
（
男
五
五
三
二
名
、
女
五
六
六
四
名
）
で
、
う
ち
死
亡
は
六
三
一
○
名
、
致
命
率
は
五
六
・
四
％
で
あ
る
。

（
Ｍ
）

こ
の
致
命
率
は
他
の
府
県
に
く
ら
べ
て
け
っ
し
て
高
い
数
字
で
は
な
い
。

し
か
し
沖
縄
県
の
罹
患
率
は
全
国
平
均
の
五
倍
に
お
よ
び
、
人
口
千
人
に
た
い
し
五
五
・
○
三
人
で
あ
る
。
他
の
府
県
の
罹
患
率
を
み
る

で
あ
っ
た
。

三
沖
縄
県
の
コ
レ
ラ



乃
と
、
沖
縄
県
に
つ
ぐ
の
が
石
川
県
の
二
五
・
九
四
人
で
、
こ
れ
を
ふ
く
む
八
県
を
の
ぞ
い
て
は
す
べ
て
一
桁
台
で
あ
る
。
沖
縄
県
の
罹
患
率

３

が
き
わ
だ
っ
て
高
い
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
。

明
治
一
二
年
三
月
に
愛
媛
県
に
発
生
し
た
コ
レ
ラ
は
、
九
州
一
帯
に
ひ
ろ
が
り
四
月
下
旬
に
は
鹿
児
島
県
に
、
五
月
上
旬
に
は
沖
縄
県
に

（
略
）

侵
入
し
た
。
五
月
に
は
国
頭
郡
名
護
間
切
に
、
七
月
上
旬
に
は
島
尻
郡
、
中
頭
郡
に
蔓
延
し
、
七
月
中
旬
に
は
宮
古
島
で
大
流
行
を
み
た
。

各
地
の
流
行
状
況
は
、
島
尻
郡
で
は
七
月
二
日
に
小
録
問
切
に
発
生
し
、
た
ち
ま
ち
周
辺
の
問
切
に
蔓
延
し
て
三
日
間
で
七
二
名
の
患

ｊ
者
が
発
生
し
た
。
一
週
間
で
三
九
五
名
、
次
の
週
に
は
七
六
三
名
と
続
々
患
者
の
発
生
が
あ
っ
た
。
八
月
三
一
日
を
頂
点
と
し
て
最
高
の
発

９９岫
生
数
が
み
と
め
ら
れ
、
こ
の
日
を
は
さ
む
一
週
間
に
は
九
七
八
名
の
患
者
の
発
生
が
あ
っ
た
。
以
後
衰
退
の
兆
候
が
み
ら
れ
た
が
、
二
月

号
に
い
た
っ
て
も
一
週
間
に
百
名
以
上
の
発
生
が
あ
り
、
十
二
月
に
は
い
っ
て
よ
う
や
く
下
火
に
な
っ
て
、
十
二
月
二
五
日
に
終
焉
を
み
た
。

３筆
宮
古
島
で
は
七
月
下
旬
に
、
廃
藩
置
県
の
処
理
と
し
て
宮
古
在
番
を
処
分
す
る
た
め
に
沖
縄
本
島
か
ら
警
察
官
が
出
張
し
た
。
こ
の
際
に

５鍵
警
官
を
輸
送
し
た
船
に
コ
レ
ラ
患
者
が
乗
り
合
わ
せ
て
お
り
、
そ
こ
で
罹
患
し
た
警
官
が
宮
古
島
に
上
陸
後
発
病
し
て
、
宮
古
全
島
に
大
流

（
Ｍ
）

誌
行
を
も
た
ら
し
た
。
こ
の
年
の
沖
縄
県
の
コ
レ
ラ
の
流
行
は
歴
史
に
の
こ
る
大
流
行
と
い
っ
て
も
さ
し
つ
か
え
な
い
規
模
の
も
の
で
あ
っ
た
。

雑蓉
他
の
府
県
に
た
い
し
て
内
務
省
か
ら
医
師
の
派
遣
が
あ
っ
た
か
否
か
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
う
る
資
料
は
み
ら
れ
な
い
が
、
沖
縄
県
の
．

（
略
）

程
レ
ラ
の
発
病
が
高
率
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
中
央
政
府
か
ら
医
師
を
派
遣
す
る
一
因
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

日本医史学雑誌

（
Ｗ
）

明
治
維
新
後
に
沖
縄
県
が
あ
ゆ
ん
だ
道
は
、
そ
れ
ま
で
の
歴
史
と
同
様
に
他
の
府
県
と
は
ま
っ
た
く
こ
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

徳
川
時
代
に
「
琉
球
」
と
よ
ば
れ
て
い
た
沖
縄
は
、
島
津
氏
の
属
領
と
し
て
薩
摩
藩
の
支
配
を
う
け
る
と
同
時
に
、
琉
球
王
府
は
清
国
に

も
朝
貢
し
て
日
清
両
国
に
好
を
む
す
ん
で
い
た
。

明
治
維
新
を
む
か
え
て
、
新
政
府
は
天
皇
を
中
核
と
す
る
中
央
集
権
的
国
家
体
制
を
確
立
す
る
た
め
の
政
策
を
急
速
に
お
し
す
す
め
た
。

四
沖
縄
県
の
統
治



）ワワ
〕 j j 日本医史学雑誌第45巻第3号（1999）

明
治
四
年
末
に
琉
球
の
宮
古
島
か
ら
琉
球
王
府
に
貢
租
を
納
入
す
る
船
が
暴
風
に
あ
っ
て
台
湾
に
漂
着
し
、
乗
組
員
六
九
人
の
う
ち
五
四

人
が
原
住
民
の
高
砂
族
に
殺
害
さ
れ
る
と
い
う
惨
事
が
発
生
し
た
。
こ
れ
を
機
に
政
府
内
部
で
に
わ
か
に
琉
球
へ
の
関
心
が
た
か
ま
り
、
琉

球
取
込
み
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
沸
騰
し
た
。
琉
球
が
日
本
の
領
土
で
あ
り
、
琉
球
人
が
日
本
人
で
あ
る
こ
と
を
国
の
内
外
に
鮮
明
に
す
る
た

め
の
処
置
が
熱
心
に
論
議
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

結
局
、
政
府
は
鹿
児
島
県
を
つ
う
じ
て
琉
球
の
入
朝
を
う
な
が
し
、
明
治
五
年
九
月
一
四
日
琉
球
王
国
の
慶
賀
使
に
た
い
し
、
そ
れ
ま
で

琉
球
国
中
山
王
と
よ
ば
れ
て
い
た
尚
泰
を
「
琉
球
藩
王
ト
ナ
シ
、
叙
シ
テ
華
族
二
列
ス
」
る
旨
を
宣
言
し
、
つ
い
で
琉
球
の
外
交
事
務
を
外

務
省
に
移
管
し
た
。
す
な
わ
ち
琉
球
藩
が
設
置
さ
れ
、
明
治
政
府
の
直
接
の
管
轄
の
も
と
に
お
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
内
地
で
は
廃
藩
置

県
が
お
こ
な
わ
れ
た
後
に
、
「
琉
球
藩
」
が
お
か
れ
る
と
い
う
処
置
が
と
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
時
期
に
い
た
っ
て
も
、
琉
球
藩
王
府
は
日
清
両
国
へ
の
両
属
状
態
を
存
続
す
る
こ
と
を
の
ぞ
ん
で
い
た
。
も
と
よ
り
こ
れ
は
日
本
政

府
が
認
め
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
い
わ
ゆ
る
「
琉
球
処
分
」
の
方
針
を
一
方
的
、
弾
圧
的
に
お
し
つ
け
よ
う
と
す
る
の
が
、
明
治
政
府
の
方

針
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
王
府
支
配
階
級
の
反
対
と
拒
否
に
た
い
し
て
、
熊
本
鎮
台
所
属
の
四
百
余
人
の
軍
隊
と
、
警
察
官
な
ど
百
六
○

余
人
を
派
遣
し
て
圧
力
を
く
わ
え
、
明
治
一
二
年
三
月
二
七
日
琉
球
藩
を
廃
止
し
て
沖
縄
県
を
設
置
す
る
旨
を
布
達
し
、
三
月
三
一
日
を
も

っ
て
首
里
城
を
あ
け
わ
た
す
こ
と
を
命
じ
た
。

（
肥
）

沖
縄
県
の
設
置
と
同
時
に
、
明
治
政
府
は
鍋
島
直
彬
を
県
令
に
任
命
し
、
お
お
く
の
官
僚
を
沖
縄
県
に
お
く
り
こ
ん
だ
の
で
、
旧
王
府
の

官
僚
と
の
間
に
必
然
的
に
摩
擦
が
生
じ
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
窮
地
に
お
い
こ
ま
れ
た
沖
縄
県
の
反
発
と
不
満
は
一
気
に
増
大
し
て
、

明
治
政
府
へ
の
反
抗
・
不
服
従
・
非
協
力
運
動
へ
と
発
展
し
た
。

沖
縄
県
側
が
こ
れ
ほ
ど
の
抵
抗
を
し
め
し
た
の
は
、
日
本
に
お
け
る
廃
藩
置
県
が
、
そ
れ
ま
で
大
名
が
支
配
し
て
き
た
各
藩
の
土
地
や
人

明
治
四
年
（
一
八
十

管
轄
下
に
お
い
た
。 八

七
二
の
版
籍
奉
還
・
廃
藩
置
県
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
沖
縄
に
か
ぎ
っ
て
は
廃
藩
置
県
と
と
も
に
ま
ず
琉
球
を
鹿
児
島
県
の
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民
を
天
皇
に
返
上
す
る
「
版
籍
奉
還
」
を
前
提
に
し
て
実
施
さ
れ
た
が
、
琉
球
国
王
の
場
合
は
幕
府
や
明
治
政
府
に
よ
っ
て
土
地
や
人
民
の

支
配
権
を
授
け
ら
れ
た
と
い
う
歴
史
的
事
実
は
な
か
っ
た
の
で
、
「
版
籍
」
を
天
皇
に
「
奉
還
」
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
、
と
高

（
旧
）

良
倉
吉
は
の
べ
て
い
る
が
、
傾
聴
に
あ
た
い
す
る
意
見
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

田
港
朝
昭
も
こ
の
間
の
事
情
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

旧
来
の
特
権
層
（
間
切
・
村
役
人
を
含
む
）
の
あ
い
だ
に
は
、
旧
藩
主
が
東
京
移
住
と
な
っ
て
旧
藩
領
か
ら
切
放
さ
れ
た
と
は
い
え
、
い

ぜ
ん
と
し
て
旧
三
司
官
を
頂
点
と
す
る
家
臣
団
意
識
が
根
強
く
存
在
し
、
そ
の
結
束
を
維
持
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
「
処
分
」

（
鋤
）

反
対
の
動
向
が
根
強
く
伏
流
し
て
お
り
、
こ
れ
が
県
政
に
対
す
る
反
対
・
非
協
力
状
態
を
つ
く
っ
て
い
た
。

土
屋
寛
信
が
コ
レ
ラ
の
流
行
状
況
を
視
察
す
る
た
め
沖
縄
に
出
張
を
命
ぜ
ら
れ
た
明
治
一
二
年
と
い
う
年
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
あ

コ
レ
ラ
の
流
行
状
況
を
視
察
す
る
た
め
、
土
屋
寛
信
は
明
治
二
一
年
八
月
一
三
日
内
務
省
御
用
掛
と
な
り
、
沖
縄
県
へ
の
出
張
を
命
ぜ
ら

れ
た
。
そ
の
前
日
の
八
月
一
二
日
か
ら
筆
を
お
こ
し
、
同
年
一
二
月
二
八
日
帰
京
し
て
、
翌
年
一
月
に
御
用
掛
を
免
ぜ
ら
れ
る
ま
で
の
記
録

が
『
琉
球
紀
行
』
で
あ
る
。
し
か
し
コ
レ
ラ
の
流
行
状
況
や
調
査
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
く
わ
し
い
記
述
は
な
く
、
そ
の
記
事
は
琉
球
の
風
俗

習
慣
な
ど
に
か
た
む
い
て
い
る
の
が
目
に
つ
く
。
ま
た
東
京
を
た
っ
て
か
ら
琉
球
ま
で
の
旅
行
が
い
か
に
困
難
の
連
続
で
あ
っ
た
か
を
、
こ

の
紀
行
か
ら
十
分
に
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

表
紙
の
題
菱
に
は
『
琉
球
紀
行
全
」
と
あ
り
、
封
面
に
は
「
沖
縄
紀
行
」
と
し
る
さ
れ
て
い
る
。
本
文
五
一
丁
、
版
心
に
「
沖
縄
県
」

と
印
刷
さ
れ
た
一
○
行
の
罫
紙
に
一
行
に
二
三
字
か
ら
二
五
字
が
か
か
れ
た
和
綴
本
の
写
本
で
あ
る
。
前
書
き
に
よ
っ
て
、
こ
れ
が
「
日
々

筆
記
す
る
も
の
を
浄
書
し
て
後
事
の
備
忘
と
な
す
」
た
め
に
、
明
治
一
二
年
二
月
八
日
宮
古
湾
の
船
中
で
し
る
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

つ
た
の
で
あ
る
。

五
士
屋
寛
信
の
『
琉
球
紀
行
」
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八
月
十
二
日
晴
午
後
二
時
所
用
あ
り
て
金
沢
氏
を
訪
ふ
（
一
丁
ウ
）

（
虹
）

と
い
う
文
章
で
こ
の
紀
行
は
は
じ
ま
る
。
こ
れ
は
か
っ
て
の
軍
医
官
仲
間
で
あ
る
金
沢
良
斎
を
訪
問
し
た
さ
い
に
、
こ
こ
に
内
務
省
衛
生
局

（
配
）
（
鋤
）
（
割
）

四
等
属
の
武
昌
之
が
、
石
黒
忠
惠
と
柴
田
承
桂
か
ら
の
書
簡
を
も
っ
て
面
会
に
き
た
。
そ
の
書
簡
は
コ
レ
ラ
調
査
の
た
め
、
内
務
卿
伊
藤
博

文
か
ら
の
琉
球
出
張
の
内
意
を
つ
た
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
翌
一
三
日
午
後
六
時
横
浜
港
出
帆
の
東
京
丸
に
乗
船
す
る
よ
う
に
と
い

う
指
示
で
あ
る
。
い
か
に
も
あ
わ
た
だ
し
い
出
発
命
令
で
あ
る
。

た
ま
た
ま
こ
の
春
以
来
、
土
屋
の
妻
は
病
弱
と
な
り
、
数
人
の
子
供
た
ち
を
こ
の
よ
う
な
状
態
の
妻
に
託
す
る
の
は
し
の
び
な
い
と
い
う

理
由
で
、
土
屋
は
こ
の
依
頼
を
辞
退
し
よ
う
と
し
た
が
、
金
沢
良
斎
か
ら
絶
対
辞
退
す
べ
き
で
は
な
い
と
説
得
さ
れ
て
、
翻
然
意
を
ひ
る
が

（
妬
）

え
し
て
こ
れ
を
受
け
る
こ
と
に
し
た
。
沖
縄
出
張
に
は
内
務
省
一
等
属
遠
藤
達
が
同
行
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
翌
一
三
日
、
内
務
省
に
出
頭
し
よ
う
と
し
た
矢
先
、
人
力
車
の
事
故
に
よ
っ
て
腰
部
を
強
打
す
る
と
い
う
思
わ
ぬ
事
態
を
ま
ね

い
た
。
腰
部
の
激
し
い
痔
痛
に
お
そ
わ
れ
な
が
ら
も
や
っ
と
の
思
い
で
内
務
省
に
出
む
い
て
種
々
打
合
わ
せ
を
お
こ
な
い
、
午
後
五
時
新
橋

発
の
汽
車
で
横
浜
に
お
も
む
い
た
が
、
東
京
丸
は
す
で
に
出
航
し
た
後
で
あ
っ
た
。

や
む
を
え
ず
陸
路
を
と
っ
て
神
戸
ま
で
い
き
、
こ
こ
か
ら
横
浜
で
の
り
お
く
れ
た
東
京
丸
に
乗
船
す
る
よ
う
計
画
が
急
渥
変
更
に
な
っ
た
。

そ
れ
か
ら
が
大
変
で
あ
る
。
結
局
八
月
一
八
日
午
後
六
時
神
戸
港
出
帆
の
沖
縄
行
き
東
京
丸
で
出
航
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
こ
の
間
の
腰

痛
を
お
さ
え
て
の
困
難
な
旅
の
状
況
に
つ
い
て
は
省
略
し
て
、
神
戸
に
い
た
る
道
中
で
見
聞
し
た
コ
レ
ラ
に
関
す
る
記
事
を
抜
粋
す
る
。
八

月
一
六
日
豊
橋
か
ら
宮
宿
に
つ
い
た
夜
の
こ
と
で
あ
る
。

（
郡
）

鳴
海
辺
よ
り
当
宿
に
到
る
の
間
、
虎
列
刺
よ
け
の
祭
り
な
り
と
て
所
々
に
大
提
燈
を
高
く
掲
げ
、
戸
毎
に
球
燈
を
下
げ
、
太
鼓
を
う
ち

鉦
を
な
ら
し
、
其
雑
踏
云
は
ん
方
な
く
、
車
行
甚
だ
困
め
り
、
宮
宿
に
て
舟
を
買
ひ
、
四
日
市
に
到
ら
ん
と
す
る
に
、
同
宿
も
同
じ
く

を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
記
述
は
明
治
一
三
年
一
月
九
日
ま
で
つ
づ
い
て
い
る
の
で
、
二
月
八
日
以
後
の
記
事
は
順
次
書
き
つ
が
れ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
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八
月
二
○
日
午
後
八
時
、
鹿
児
島
港
に
入
港
し
た
。
し
か
し
コ
レ
ラ
の
た
め
の
停
船
規
則
に
よ
っ
て
上
陸
は
ゆ
る
さ
れ
ず
、
二
四
時
間
に

ｊ
わ
た
っ
て
船
上
に
と
め
お
か
れ
た
。
こ
の
処
置
は
き
わ
め
て
杓
子
定
規
で
、

９９９１

同
港
も
己
に
有
病
の
地
な
る
に
妄
り
に
船
客
の
上
陸
を
拒
絶
す
る
は
誠
に
怪
む
く
し
、
剰
へ
港
内
の
人
民
は
自
在
に
此
の
艦
に
来
往
す
、

ロ
言

何
ぞ
其
則
の
不
正
に
し
て
、
旅
客
の
妨
害
を
為
す
の
こ
こ
に
至
る
や
（
八
丁
オ
）

３鐸
と
憤
慨
の
様
子
を
か
く
し
き
れ
な
い
。

380

こ
の
「
検
疫
停
船
規
則
」
は
さ
き
に
も
の
べ
た
よ
う
に
、
明
治
一
二
年
七
月
二
一
日
に
布
告
さ
れ
た
規
則
で
、
開
港
場
に
入
港
す
る
船
舶

の
検
疫
方
法
を
さ
だ
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
第
五
条
に
は
「
虎
列
刺
病
流
行
セ
サ
ル
港
又
ハ
其
疑
ナ
キ
港
ョ
リ
来
航
ス
ル
船
ノ
船
長
ハ
明

告
言
及
其
他
ノ
手
続
ヲ
以
テ
…
…
該
船
ハ
直
チ
ニ
入
港
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
」
と
あ
り
、
第
六
条
に
は
「
有
病
ノ
港
又
ハ
其
疑
ア
ル
港
ョ
リ

来
ル
」
船
舶
や
船
内
の
人
員
は
、
接
触
の
日
か
ら
起
算
し
て
七
日
ま
で
は
停
留
す
る
よ
う
規
定
し
て
お
り
、
二
四
時
間
と
い
う
規
定
は
ど
こ

に
も
見
い
だ
せ
な
い
が
、
あ
る
い
は
第
六
条
但
書
き
に
あ
る
「
地
方
検
疫
局
二
於
テ
右
ノ
時
間
ヲ
短
縮
ス
ル
ト
モ
差
支
ナ
キ
ヲ
認
ム
ル
ト
キ

ハ
此
限
ニ
ア
ラ
ス
」
と
の
条
文
を
適
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
し
て
も
日
本
全
国
が
コ
レ
ラ
の
流
行
地
に
な
っ
て
い
る
状
況
で
は
、

こ
れ
を
適
用
す
る
の
は
あ
ま
り
に
杓
子
定
規
だ
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
・

鹿
児
島
で
は
県
庁
で
衛
生
課
長
に
面
会
し
て
、
内
務
省
衛
生
局
発
行
の
コ
レ
ラ
に
つ
い
て
の
雑
誌
や
書
類
を
ゆ
ず
っ
て
も
ら
っ
た
。
こ
れ

は
こ
の
よ
う
な
書
類
も
携
行
し
て
こ
な
か
っ
た
ほ
ど
、
あ
わ
た
だ
し
い
出
立
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

薩
摩
や
肥
前
で
募
集
し
た
沖
縄
県
に
お
も
む
く
十
数
名
の
巡
査
が
、
鹿
児
島
港
か
ら
乗
船
し
た
。
か
れ
ら
の
傍
若
無
人
の
振
舞
に
た
い
し

様
子
で
あ
る
。

祭
り
騒
ぎ
に
て
舟
を
買
う
事
あ
た
わ
ず
（
五
丁
オ
）

い
ろ
い
ろ
な
経
緯
が
あ
っ
た
も
の
の
、
土
屋
は
や
っ
と
の
思
い
で
神
戸
か
ら
東
京
丸
の
人
と
な
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
船
で
沖
縄
に
同

行
す
る
も
の
に
、
さ
き
の
遠
藤
達
と
沖
縄
県
四
等
属
伊
藤
忠
雄
が
い
た
。
上
等
室
は
ゆ
っ
た
り
と
し
て
い
た
が
、
猛
烈
な
暑
さ
に
は
閉
口
の
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「
彼
の
輩
等
の
無
法
的
に
は
殆
ど
困
却
せ
り
」
（
九
丁
ウ
）
と
嫌
悪
の
情
を
あ
ら
わ
に
し
て
い
る
。
沖
縄
県
の
治
安
維
持
を
は
か
る
た
め
、
内

地
か
ら
増
強
さ
れ
た
警
官
で
あ
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

東
京
丸
は
八
月
二
四
日
午
前
七
時
、
奄
美
大
島
の
名
瀬
港
に
寄
港
し
た
。
こ
こ
で
も
停
船
規
則
に
よ
っ
て
一
昼
夜
を
浪
費
し
た
の
ち
、
金

子
村
に
上
陸
し
て
坂
本
某
の
屋
敷
に
投
宿
し
た
の
は
、
翌
二
五
日
の
午
前
一
○
時
で
あ
っ
た
。
二
六
日
午
後
四
時
名
瀬
港
を
出
航
し
、
翌
二

七
日
早
朝
同
島
の
瀬
戸
内
に
つ
き
、
午
後
こ
こ
を
出
航
し
て
久
志
港
に
停
泊
し
た
。

八
月
二
九
日
午
前
二
時
那
覇
港
に
到
着
し
た
。
東
京
出
発
以
来
実
に
一
六
日
が
経
過
し
て
い
た
。
同
行
の
遠
藤
達
と
と
も
に
県
庁
に
お

も
む
き
、
内
務
省
衛
生
局
の
書
類
を
し
め
し
、
出
張
を
命
ぜ
ら
れ
た
旨
を
つ
げ
て
万
事
こ
と
は
う
ま
く
は
こ
ん
だ
が
、
肝
腎
の
コ
レ
ラ
に
関

す
る
情
報
は
ほ
と
ん
ど
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
『
琉
球
紀
行
』
に
は

余
程
盛
ん
な
り
し
よ
し
、
県
令
も
亦
た
之
を
患
ひ
た
れ
ど
も
幸
ひ
に
し
て
全
治
せ
り
、
流
行
の
発
原
は
糸
満
な
り
と
い
う
説
も
あ
れ
ど

も
、
詳
か
な
ら
ず
（
一
三
丁
ウ
）

と
わ
ず
か
四
行
の
記
載
し
か
み
ら
れ
な
い
。

こ
れ
に
反
し
て
県
内
の
行
政
の
実
状
に
つ
い
て
は

官
員
は
旧
鹿
嶋
藩
（
県
令
の
旧
領
）
の
人
の
尤
も
多
し
と
す
、
県
令
及
び
書
記
官
に
因
み
な
き
官
吏
は
意
見
も
用
い
ら
れ
ず
、
皆
々
不
平

（
”
）

の
様
子
な
り
、
又
た
本
月
十
五
日
親
見
世
［
首
里
の
親
雲
上
筑
登
之
の
諸
官
吏
交
代
し
て
、
民
事
を
総
理
せ
し
と
こ
ろ
な
り
］
に
事
務

（
マ
マ
）

引
渡
済
み
の
後
は
本
庁
の
命
を
下
民
に
通
ず
る
の
道
無
く
、
官
民
の
間
殆
ど
隔
絶
の
姿
た
な
り
と
云
う
（
一
四
丁
ォ
）
（
角
括
弧
は
割
り
注

と
か
な
り
詳
細
な
記
載
が
み
ら
れ
る
。

コ
レ
ラ
防
疫
に
お
い
て
も
、
こ
の
「
官
民
隔
絶
」
が
お
お
き
な
障
壁
に
な
っ
て
い
る
。
八
月
三
○
日
県
庁
に
お
い
て
土
屋
と
面
会
し
た
沖

（
魂
）

縄
県
耆
記
官
原
忠
順
は
、
当
初
は
予
防
法
も
か
な
り
効
果
を
あ
げ
て
い
た
の
で
流
行
も
い
く
ら
か
下
火
に
な
っ
て
い
る
が
、
内
務
省
の
意
向

を
し
め
す
）
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一
四
日
は
ま
た
日
曜
日
で
あ
る
。
先
週
と
同
様
、
県
庁
の
属
官
と
と
も
に
議
名
村
に
あ
そ
び
、
一
日
歓
楽
の
時
を
す
ご
し
て
い
る
。
那
覇

市
内
の
清
潔
保
持
が
焦
眉
の
急
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
最
中
に
、
ま
こ
と
に
の
ん
び
り
し
た
話
で
あ
る
。

一
八
日
に
い
た
っ
て
予
防
措
置
に
実
際
の
動
き
が
み
ら
れ
た
。
こ
の
日
か
ら
那
覇
市
中
の
溝
渠
、
屠
殺
場
、
市
場
な
ど
の
掃
除
に
着
手
し
、

医
師
、
巡
査
と
も
ど
も
巡
回
を
開
始
し
た
。

定
」
（
二
○
丁
ウ
）
し
た
。

九
月
二
日
に
い
た
っ
て
わ
ず
か
な
動
き
が
あ
っ
た
。
こ
の
日
西
村
学
校
内
に
検
疫
局
を
も
う
け
「
虎
列
刺
病
に
関
す
る
一
切
の
事
務
を

（
マ
マ
）

管
理
」
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
二
日
、
一
三
日
も
検
疫
局
に
出
頭
し
て
、
「
委
員
と
協
議
し
管
下
に
告
諭
す
べ
き
虎
列
刺
予
防
方
条
款
を
整

（
調
）

を
懐
か
し
ん
だ
、

ま
た
県
令
か
ら
、
衛
生
行
政
に
関
す
る
案
件
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
脇
屋
瑞
と
協
議
し
て
こ
と
を
は
こ
ん
で
ほ
し
い
と
の
要
請
が
あ
っ
た
。

翌
三
一
日
医
局
に
出
頭
し
て
コ
レ
ラ
の
予
防
策
を
協
議
し
た
が
、
こ
こ
で
も
「
官
民
不
通
の
姿
に
て
、
地
方
人
に
は
施
行
す
べ
き
道
な
し
」

二
五
丁
ォ
）
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。
あ
ら
た
に
沖
縄
県
が
設
置
さ
れ
た
直
後
の
行
政
の
混
乱
ぶ
り
が
詳
細
に
記
述
さ
れ
、
こ
の
あ
と
首
里

の
地
形
、
家
屋
の
様
相
、
人
情
、
風
俗
、
産
業
な
ど
の
描
写
が
、
三
丁
に
わ
た
っ
て
こ
ま
ご
ま
と
か
か
れ
て
い
る
。

九
月
に
は
い
っ
て
か
ら
も
さ
し
た
る
動
き
は
な
く
、
六
日
に
は
属
官
数
名
、
医
員
二
名
が
「
人
民
説
諭
且
流
行
病
探
索
の
為
め
」
（
一
七
丁

ウ
）
に
島
尻
地
方
に
出
張
し
た
。
と
の
記
録
を
み
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
七
日
の
日
曜
日
に
は
脇
屋
を
は
じ
め
県
の
属
官
数
名
と
と
も
に
首

里
城
の
見
物
に
で
か
け
た
。
こ
こ
で
も
首
里
城
の
様
子
が
こ
ま
ご
ま
と
記
述
さ
れ
、
城
内
の
熊
本
鎮
台
分
営
に
お
い
て
守
山
弘
和
と
の
再
開

が
徹
底
し
て
い
な
い
状
況
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

（
マ
マ
）

如
何
せ
ん
近
来
に
至
り
て
は
、
官
民
隔
絶
の
躰
に
て
万
事
意
の
如
く
な
ら
ず
と
、
斯
の
如
き
姿
に
て
は
予
防
法
方
も
到
底
行
届
き
難
き

訳
け
に
て
、
随
て
は
内
務
省
の
厚
旨
も
水
泡
に
属
す
る
の
故
に
、
何
分
至
急
官
民
の
脈
絡
を
通
し
是
非
内
務
省
の
趣
旨
を
達
し
た
き
旨

訳
け
に
て
、

を
述
ぶ
（
一

四
丁
ウ
）
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（
マ
マ
）

吏
輩
盟
約
を
な
し
如
し
、
［

（
鋤
）

さ
え
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

九
月
二
六
日
に
は
県
令
の
依
頼
に
よ
っ
て
、
崎
島
地
方
の
巡
回
に
出
発
し
た
。
大
有
丸
で
同
行
す
る
も
の
は
「
巡
廻
の
命
を
受
け
し
県
官
、

各
島
の
番
所
詰
並
に
交
代
の
警
部
、
巡
査
及
び
他
の
便
人
等
数
十
名
」
（
一
三
丁
ウ
）
で
あ
っ
た
の
で
、
船
中
は
混
雑
を
き
わ
め
た
。
巡
回
官

（
別
）

六
等
属
広
瀬
鋼
次
郎
、
同
斉
藤
利
右
衛
門
、
同
武
島
忠
之
、
巡
回
御
用
掛
宜
野
山
里
之
子
親
雲
上
、
同
真
栄
里
筑
登
之
親
雲
上
、
宮
古
島
番

所
詰
石
井
忠
躬
、
同
岡
部
養
造
、
八
重
山
番
所
詰
医
師
秋
永
隣
泉
な
ど
の
名
が
み
え
る
。

こ
の
日
の
午
後
慶
良
間
湾
に
入
港
し
、
こ
れ
を
手
始
め
と
し
て
各
島
の
巡
回
視
察
が
開
始
さ
れ
た
。
慶
良
間
島
で
は
、
人
口
百
余
名
の
渡

嘉
敷
間
切
に
お
い
て
「
虎
烈
刺
病
［
真
仮
未
詳
］
流
行
し
、
七
、
八
月
頃
一
四
、
五
名
死
亡
せ
し
と
云
ふ
、
然
れ
ど
も
近
頃
ハ
絶
て
な
き
よ
し

也
」
（
二
三
丁
オ
）
と
の
こ
と
で
あ
る
。

二
八
日
に
は
久
米
島
に
上
陸
し
、
翌
二
九
日
各
間
切
の
旧
役
人
を
よ
び
だ
し
て
、
新
政
府
の
命
令
を
遵
奉
し
て
心
得
違
い
な
き
よ
う
注
意

す
べ
き
旨
を
の
べ
て
「
旧
役
名
通
り
の
辞
令
害
を
与
へ
た
」
（
二
四
丁
オ
）
。
首
里
同
様
各
島
に
お
い
て
も
新
政
府
に
た
い
す
る
反
抗
の
色
が
つ

よ
く
、
土
屋
は
コ
レ
ラ
の
状
況
視
察
と
と
も
に
、
役
人
へ
の
慰
撫
を
も
つ
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
久
米
島
で
の
コ
レ
ラ
の
流
行
に

つ
い
て
質
問
す
る
が
、
「
当
地
に
は
流
行
せ
し
模
様
な
し
」
（
二
四
丁
ウ
）
と
素
っ
気
な
い
返
事
で
あ
っ
た
。
し
か
し
さ
ら
に
精
細
に
調
査
し
て

報
告
す
る
よ
う
に
命
じ
て
、
午
後
四
時
久
米
島
を
出
航
し
た
。

医
員
巡
査
同
行
に
て
、
毎
戸
虎
烈
刺
病
の
有
無
を
問
ふ
如
し
、
宅
区
内
に
不
潔
の
場
所
あ
れ
ば
、
丁
寧
に
説
諭
し
て
掃
除
せ
し
む
、
余

も
亦
た
係
り
警
部
と
共
に
市
中
を
巡
覧
し
、
溝
渠
の
開
通
、
掃
除
の
手
段
等
に
専
ら
注
意
せ
り
（
一
二
丁
ゥ
）

と
あ
る
。
つ
づ
く
三
日
間
は
連
日
市
中
の
掃
除
を
お
こ
な
う
よ
う
指
示
し
て
い
る
が
、
雨
の
た
め
思
う
よ
う
な
進
展
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
も

の
の
、
二
五
日
に
い
た
っ
て
よ
う
や
く
こ
の
掃
除
を
完
了
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

こ
の
こ
ろ
に
な
っ
て
も
県
庁
の
役
人
の
中
に
は
、
明
治
政
府
の
命
令
に
抵
抗
を
し
め
す
も
の
が
お
り
、
行
政
の
渋
滞
が
み
ら
れ
る
。
「
旧
官

（
マ
マ
）

吏
輩
盟
約
を
な
し
如
し
、
日
本
政
府
の
命
令
を
遵
守
す
る
も
の
あ
れ
ば
、
之
を
罰
す
る
の
法
を
設
け
た
り
と
云
ふ
」
（
一
三
丁
オ
）
と
の
記
述
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一
○
月
三
日
八
重
山
湾
に
入
港
す
る
。
五
日
に
は
旧
役
人
に
辞
令
を
手
交
す
る
手
筈
に
な
っ
て
い
た
が
、
該
当
者
が
警
察
に
拘
引
さ
れ
て

号
い
る
た
め
延
期
さ
れ
た
。
こ
の
島
で
は
コ
レ
ラ
の
流
行
は
な
い
模
様
で
あ
っ
た
。
当
時
「
風
邪
」
（
ふ
う
ち
）
が
流
行
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る

３

（
錨
）

鐸
が
、
こ
れ
が
ど
の
よ
う
な
疾
患
を
さ
す
の
か
不
明
で
あ
る
と
い
う
。

５錘
一
○
月
七
日
旧
役
人
二
八
名
に
た
い
し
辞
令
を
交
付
し
、
コ
レ
ラ
の
流
行
に
つ
い
て
詳
細
に
調
査
す
る
よ
う
命
じ
た
。
こ
れ
に
た
い
す
る

誌
応
答
は
「
流
行
病
の
模
様
を
精
細
に
探
索
し
た
れ
ど
も
、
壱
人
も
患
へ
し
者
な
し
」
（
二
九
丁
オ
）
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
土
屋
自
身
は
こ

ｆ (1999) 384

コ
レ
ラ
の
さ
し
た
る
流
行
も
み
ら
れ
ず
、
巡
回
官
吏
の
御
用
向
き
も
ほ
ぼ
完
了
し
た
の
で
暇
を
も
て
あ
ま
し
て
い
る
。
遊
行
の
場
所
も
な

く
一
日
も
早
く
那
覇
へ
の
帰
航
を
の
ぞ
ん
で
い
る
も
の
の
、
風
波
に
災
い
さ
れ
て
そ
れ
も
思
う
に
ま
か
せ
な
い
状
態
で
あ
る
。
よ
う
や
く
出

航
し
た
の
は
一
○
月
一
三
日
午
前
一
時
で
あ
っ
た
。
荏
再
時
を
過
ご
す
こ
と
一
九
日
に
お
よ
ん
で
い
る
。

応
答
は
「

の
理
由
を

と
考
え
て
い
た
。

つ
い
で
三
○
日
宮
古
島
湾
に
投
錨
す
る
。
こ
こ
で
も
旧
役
人
に
説
諭
を
く
わ
え
て
、
辞
令
書
を
あ
た
え
た
。
コ
レ
ラ
の
流
行
は
す
こ
ぶ
る

盛
ん
で
あ
っ
た
が
、
八
月
中
旬
以
降
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
と
い
う
。
こ
の
島
で
は
飲
料
水
と
し
て
河
川
水
と
井
戸
水
を
使
用
し
て
い
る

の
で
、
こ
の
水
が
患
者
の
吐
物
や
排
泄
物
で
汚
染
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
蔓
延
し
た
に
ち
が
い
な
い
、
と
推
測
し
て
い
る
。
「
全
島
の
人
民
悉

皆
蕊
死
せ
ざ
る
は
不
幸
中
の
幸
な
り
」
（
二
五
丁
ウ
）
と
記
述
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
か
な
り
の
流
行
が
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
汚
染
さ

れ
た
井
戸
水
が
コ
レ
ラ
の
原
因
に
な
る
こ
と
を
こ
ん
こ
ん
と
諭
し
て
、
さ
ら
に
「
該
患
者
及
び
死
亡
の
数
を
精
細
に
調
査
し
、
申
出
づ
べ
き

を
命
」
（
二
六
丁
オ
）
じ
た
。

絶
海
の
島
喚
、
他
島
と
交
通
稀
な
る
の
み
な
ら
ず
、
人
口
鮮
少
に
し
て
、
空
気
清
浄
、
飲
水
良
善
な
る
を
以
て
幸
ひ
に
流
行
を
免
れ
た

る
も
の
な
ら
ん
、
当
時
流
行
せ
り
と
い
う
風
邪
（
フ
ウ
チ
）
と
唱
ふ
る
も
の
を
診
察
せ
し
に
、
咽
喉
加
答
児
に
て
咳
嗽
の
出
る
も
の
多
し
、

他
に
重
病
を
見
ず
、
番
在
の
医
師
に
問
ふ
に
折
々
弛
張
熱
を
見
し
と
云
へ
り
（
二
九
丁
ウ
）



一
○
月
二
二
日
午
後
四
時
、
宮
古
島
湾
に
達
し
た
。
こ
こ
も
波
浪
が
た
か
く
、
艀
の
往
来
が
危
険
な
た
め
上
陸
は
二
四
日
ま
で
延
期
さ
れ

た
。
番
所
で
流
行
病
の
調
査
を
お
こ
な
っ
た
が
、
書
類
が
ま
っ
た
く
不
備
な
た
め
、
死
亡
表
な
ど
の
作
成
を
流
行
病
事
務
担
当
の
岡
部
に
依

頼
し
た
。
翌
二
五
日
、
以
後
の
流
行
に
そ
な
え
て
、
住
民
に
あ
た
え
る
た
め
の
コ
レ
ラ
予
防
法
の
概
略
を
作
成
し
た
。

二
六
日
コ
レ
ラ
予
防
の
概
略
を
こ
の
島
の
頭
役
に
説
明
し
よ
う
と
し
た
が
、
い
ず
れ
も
呼
び
出
し
に
応
じ
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
さ
ら

に
コ
レ
ラ
患
者
の
一
覧
表
や
死
亡
表
、
消
費
薬
品
表
な
ど
の
作
成
を
命
じ
、
早
期
に
提
出
す
る
よ
う
し
ば
し
ば
催
促
し
た
が
、
完
成
の
域
に

ｊ
は
ほ
ど
遠
か
っ
た
。
沖
縄
県
の
官
吏
の
怠
慢
ぶ
り
を
次
の
よ
う
に
憤
慨
の
情
を
こ
め
て
記
述
し
て
い
る
。

９９９１

余
輩
等
当
島
解
續
後
再
び
弦
に
達
す
る
迄
、
風
波
に
支
障
せ
ら
れ
殆
ど
二
十
日
を
費
や
せ
り
、
然
る
に
此
十
数
日
間
番
所
詰
の
人
々
は

ロ
言

何
の
差
支
た
り
し
に
や
、
県
庁
に
呈
す
べ
き
貢
納
の
調
査
を
始
め
、
諸
々
の
調
書
類
未
だ
全
済
せ
し
も
の
無
き
模
様
な
り
（
三
四
丁
オ
）

３鐸
荒
れ
模
様
が
数
日
つ
づ
い
た
の
で
、
宮
古
島
湾
を
出
航
し
た
の
は
一
○
月
二
九
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
出
航
し
て
か
ら
も
海
は
荒

５翻
れ
て
い
た
。
那
覇
へ
の
航
海
は
お
ぼ
つ
か
な
か
っ
た
の
で
、
再
び
、
三
た
び
宮
古
湾
に
も
ど
ら
ざ
る
を
え
ず
、
最
終
的
に
宮
古
湾
を
抜
錨
し

誌
た
の
は
二
月
五
日
の
午
前
二
時
で
あ
っ
た
が
、

雑学
午
後
四
時
頃
よ
り
は
波
濤
追
々
高
く
、
天
気
甚
だ
悪
し
、
同
六
時
頃
よ
り
風
濤
頻
り
に
増
劇
し
、
七
時
頃
よ
り
六
日
午
前
四
時
過
ま
で

史
（
マ
マ
）

医

殆
ど
九
時
余
間
、
怒
濤
艦
体
を
衝
激
し
て
動
揺
間
断
あ
る
こ
と
な
く
、
天
に
至
ら
ん
心
地
す
れ
ば
忽
ち
奈
落
に
落
し
が
如
く
、
正
に
覆

本日

没
せ
ん
と
す
る
こ
と
幾
十
回
な
る
を
知
ら
ず
（
三
八
丁
オ
）

と
、
困
難
の
連
続
の
様
子
を
こ
ま
ご
ま
と
記
述
し
て
い
る
。
久
米
島
に
寄
港
後
、
那
覇
港
に
帰
着
し
た
の
は
二
月
一
八
日
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
こ
の
間
本
来
の
目
的
で
あ
る
コ
レ
ラ
の
状
況
調
査
に
つ
い
て
の
記
述
は
一
行
も
見
ら
れ
な
い
。
那
覇
に
帰
港
し
て
県
令
や
書
記
官
に
報

告
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
の
記
述
も
ま
っ
た
く
な
い
。

奄
美
大
島
、
鹿
児
島
、
神
戸
を
経
由
し
て
、
横
浜
港
に
帰
着
し
た
の
は
、
一
二
月
二
六
日
午
後
六
時
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
東
京
出
発
以
来
、

燕
実
に
四
ヶ
月
半
を
閲
し
て
い
た
。
こ
の
日
は
横
浜
に
一
泊
し
、
翌
日
帰
任
の
あ
い
さ
つ
に
内
務
省
を
訪
れ
た
が
、
衛
生
局
長
長
与
專
斎
は
不



郷
在
で
面
会
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
翌
二
八
日
早
朝
長
与
の
自
宅
を
お
と
ず
れ
、
出
張
の
復
命
を
お
こ
な
っ
た
。

官
庁
は
す
で
に
年
末
年
始
の
休
暇
に
は
い
っ
て
い
た
の
で
、
翌
明
治
一
三
年
一
月
六
日
に
な
っ
て
帰
京
届
や
復
命
書
、
そ
の
他
の
必
要
書

（
認
）

類
を
衛
生
局
に
提
出
し
て
、
御
用
掛
を
免
ぜ
ら
れ
た
の
は
一
月
九
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

な
お
横
浜
へ
の
帰
途
鹿
児
島
に
お
い
て
、
脇
屋
瑞
と
と
も
に
西
郷
隆
盛
の
墓
地
に
参
拝
し
て
い
る
。

此
の
地
は
桜
島
に
面
す
る
高
丘
に
し
て
、
鹿
児
島
湾
及
其
市
街
は
目
下
瞭
然
風
景
頗
る
愛
す
べ
し
、
墓
の
正
面
に
西
郷
氏
の
碑
を
安
置

（
マ
マ
）
（
マ
マ
）

し
、
桐
野
、
村
田
等
の
碑
を
其
左
右
に
配
列
す
、
西
郷
氏
の
碑
は
最
も
大
ひ
な
る
も
の
な
れ
も
、
律
派
な
る
は
桐
野
氏
の
碑
を
第
一
と

９９ ９１

す
、
方
今
拝
殿
の
建
設
中
な
れ
ば
落
成
の
後
は
一
層
の
霊
威
を
増
す
な
ら
ん
（
四
八
丁
オ
）

号
と
、
西
郷
は
じ
め
い
わ
ゆ
る
西
南
戦
争
の
賊
軍
の
面
々
に
あ
た
た
か
い
眼
差
し
を
そ
そ
い
で
い
る
。

３鐸
土
屋
寛
信
が
な
ぜ
御
用
掛
に
採
用
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
明
治
一
○
年
代
に
は
新
し
い
医
学
を
身
に
つ
け
た
医
師
の
養
成
は
、
全
国
規
模

５謡
で
み
れ
ば
ま
だ
軌
道
に
の
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。
ま
し
て
い
わ
ゆ
る
西
洋
医
学
の
知
識
を
も
っ
た
医
師
は
決
し
て
お
お

誌
く
は
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
に
あ
っ
て
、
内
務
省
で
日
常
の
事
務
を
さ
ば
く
の
に
手
一
杯
で
、
沖
縄
県
へ
派
遣
す
る
適
切
な

雑》
人
物
が
見
出
し
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
土
屋
が
沖
縄
県
へ
派
遣
を
命
ぜ
ら
れ
た
の
は
、
か
つ
て
陸
軍
軍
医
官
と
し
て
勤
務
し
た

椎
経
験
も
あ
り
、
『
新
薬
性
功
」
の
著
者
と
し
て
医
薬
品
に
つ
い
て
の
深
い
知
識
を
も
っ
て
い
る
こ
と
も
み
と
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、

日
と
考
え
る
も
刀
で
あ
る
。

土
屋
寛
信
は
陸
奥
国
二
本
松
藩
大
目
付
原
佐
左
衛
門
信
実
（
の
ぶ
み
つ
）
の
次
男
と
し
て
天
保
一
二
年
（
一
八
四
一
）
七
月
に
二
本
松
北
条

谷
に
生
ま
れ
た
。
幼
名
は
鉄
次
と
称
し
た
。
の
ち
藩
の
侍
医
士
屋
寿
仙
の
養
子
と
な
っ
て
、
藩
校
敬
学
館
内
の
医
学
寮
に
お
い
て
小
此
木
玄

（
別
）

智
に
つ
い
て
医
学
を
学
ん
だ
。
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
二
三
歳
で
広
間
医
師
と
な
り
、
同
年
八
月
二
○
日
に
養
父
隠
居
の
跡
を
う
け
て
家
督

考
え
る
も
の
で
あ
る
。

六
土
屋
寛
信
の
出
自
と
『
新
薬
性
功
」
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を
相
続
し
た
。
明
私

教
育
に
あ
た
っ
た
。

明
治
四
年
七
月
の
廃
藩
置
県
に
あ
た
っ
て
こ
の
職
を
辞
し
、
翌
明
治
五
年
三
月
陸
軍
軍
医
試
補
に
任
官
し
た
。
同
年
六
月
に
は
二
等
軍
医

（
妬
）

副
に
す
す
み
、
さ
ら
に
明
治
六
年
一
月
に
一
等
軍
医
副
に
昇
進
し
た
。
同
年
四
月
陸
軍
を
退
官
し
て
、
東
京
府
麻
布
六
本
木
一
番
地
に
お
い

て
開
業
医
と
な
っ
た
。
同
年
一
○
月
に
愛
宕
下
琴
平
町
三
番
地
へ
移
転
し
て
医
業
を
つ
づ
け
て
い
た
が
、
同
八
年
一
月
に
は
静
岡
県
豊
橋
町

へ
移
っ
て
開
業
医
生
活
を
つ
づ
け
た
。
同
九
年
一
月
ふ
た
た
び
東
京
に
も
ど
り
、
琴
平
町
三
番
地
に
開
業
し
た
。

履
歴
書
に
よ
る
と
長
野
県
上
田
の
上
田
病
院
院
長
に
就
任
し
た
と
あ
る
が
、
こ
れ
が
い
つ
の
こ
と
で
あ
る
か
明
ら
か
で
は
な
い
。
医
師
の

（
調
）

番
付
と
も
い
え
る
「
東
京
銘
医
大
見
立
表
」
（
明
治
一
六
年
一
○
月
一
○
日
）
に
は
、
「
コ
ト
ヒ
ラ
丁
」
（
東
京
市
芝
区
）
と
「
信
州
上
ダ
」
の
二

カ
所
に
土
屋
寛
信
の
名
が
み
え
る
。
あ
る
い
は
こ
の
こ
ろ
に
上
田
病
院
長
を
勤
め
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
「
東
京
医
家
雷
名
鏡
」
（
明
治
一

（
”
）

八
年
）
に
は
赤
坂
田
町
に
そ
の
名
が
み
え
る
の
で
、
こ
の
年
に
は
こ
こ
で
開
業
医
生
活
を
お
く
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

明
治
四
○
年
二
九
○
七
）
九
月
二
日
に
病
没
し
た
。
行
年
六
七
歳
で
あ
っ
た
。

な
お
履
歴
書
に
は
武
術
や
学
問
等
の
修
業
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）
八
歳
の
お
り
、
藩
の

（
錦
）
（
鋤
）

儒
者
堀
賢
蔵
に
つ
き
儒
学
を
お
さ
め
、
嘉
永
三
年
（
一
八
五
○
）
荒
木
流
手
習
師
匠
大
沢
権
治
に
入
門
し
、
嘉
永
五
年
（
一
八
五
三
日
置
流

（
伽
）

師
範
桑
原
六
之
丞
に
つ
い
て
弓
術
を
、
安
政
元
年
（
一
八
五
四
）
に
は
宝
蔵
院
流
槍
術
を
寺
田
杏
兵
衛
か
ら
、
大
坪
流
槍
術
を
大
島
丈
之
進
か

ら
学
ん
だ
。
維
新
後
に
は
慶
應
医
学
校
に
入
学
し
て
、
米
国
医
師
ヨ
ン
グ
ハ
ン
ズ
か
ら
医
学
を
学
ん
だ
と
い
う
。

（
狐
）

土
屋
寛
信
の
「
新
薬
性
功
」
（
し
ん
や
く
し
よ
う
こ
う
）
（
図
）
は
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
三
月
に
丸
家
善
七
か
ら
出
版
さ
れ
た
。
扉
に
は
松

（
蛇
）

山
棟
庵
閲
、
土
屋
寛
信
抄
訳
と
あ
り
、
奥
付
か
ら
土
屋
の
住
所
が
「
東
京
第
二
大
区
九
小
区
芝
三
田
四
丁
目
一
二
番
地
」
で
あ
る
こ
と
を
し

、
誤
つ
る
○

土
屋
寛
信
が
本
書
を
編
纂
し
た
目
的
を
そ
の
「
序
」
に
つ
い
て
み
る
と
、

明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
二
月
藩
の
侍
医
に
昇
進
し
た
。
ま
た
こ
の
年
の
二
月
に
は
藩
医
学
校
の
教
官
を
拝
命
し
て
後
進
の
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「
イ
ル
リ
ス
」
は
ウ
ィ
リ
ス
ヨ
筐
国
目
弓
筥
尉
（
屋
電
‐
屍
置
）
で
あ
ろ
う
。
ウ
ィ
リ
ス
の
薬
物
書
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
東
京
医
学

校
か
ら
官
版
と
し
て
出
版
さ
れ
た
『
薬
範
』
（
司
馬
凌
海
訳
）
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
い
う
『
調
剤
則
』
と
い
う
の
は
お
そ
ら
く
こ
れ
を
指
す
も

の
と
お
も
わ
れ
る
。
こ
れ
は
全
三
巻
か
ら
な
る
が
、
現
存
す
る
の
は
第
三
巻
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
鹿
児
島
県
病
院
の
三
田
村
一
訳
に
よ
る
『
薬

（
似
）

方
規
範
」
（
全
三
巻
）
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
写
本
し
か
存
在
し
て
い
な
い
の
で
、
土
屋
寛
信
が
参
照
し
た
の
は
前
者
の
「
薬
範
』
で
あ
ろ
う
と

（
帽
）

を
さ
す
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。

や
、
「
イ
ル
リ
ス
」
氏

ら
抄
訳
し
た
と
あ
る
。

の
が
本
書
で
あ
る
、
と
の
べ
て
い
る
。

凡
例
に
よ
る
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
薬
局
方
（
一
八
七
二
年
刊
）
か
ら
お
お
く
の
項
目
を
訳
出
し
て
い
る
が
、
「
頓
屈
利
孫
」
氏
の
『
医
学
字
彙
」

や
、
「
イ
ル
リ
ス
」
氏
の
「
調
薬
則
」
な
ど
を
参
考
に
し
、
こ
れ
ら
の
書
物
に
収
載
さ
れ
て
い
な
い
薬
品
に
つ
い
て
は
、
外
国
の
薬
物
新
聞
か

「
頓
屈
利
孫
」
と
は
ダ
ン
グ
リ
ソ
ン
詞
〔
）
匡
亀
口
匡
侭
房
○
口
日
謁
‐
屍
＄
）
で
、
そ
の
『
医
学
字
彙
」
と
は
か
れ
が
編
墓
し
た
ミ
ミ
胃
ミ
ト
閏
静
§

図「新薬性功」の扉

現
今
舶
宵
ノ
新
薬
日
二
多
ク
月
二
盛
ナ
リ
、
而
シ
テ
其
形
質
効
用

ヲ
訳
述
ス
ル
ノ
書
之
ナ
キ
ニ
非
サ
レ
ト
モ
未
夕
我
訳
ヲ
経
サ
ル
ノ

品
類
亦
甚
タ
多
シ
、
．
．
…
・
幸
ニ
シ
テ
貴
重
ナ
ル
新
薬
ヲ
得
ル
モ
訳

書
二
由
ル
ー
非
サ
レ
ハ
其
性
効
ヲ
知
ル
能
ハ
ス

と
い
う
。
近
年
文
運
隆
盛
の
時
期
を
む
か
え
た
と
は
い
え
、
僻
廠
の
地

に
開
業
し
て
い
る
医
師
は
ま
だ
外
国
語
を
読
め
る
も
の
は
す
ぐ
な
い
。

た
と
え
外
国
語
が
よ
め
る
医
師
で
も
、
薬
品
に
関
す
る
書
物
を
入
手
す

る
こ
と
が
む
ず
か
し
い
の
で
、
新
薬
に
つ
い
て
の
知
識
を
う
る
こ
と
は

き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
。
そ
こ
で
原
書
に
つ
い
て
抄
訳
本
を
作
成
し
た
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本
書
は
ま
ず
薬
品
名
が
漢
字
で
記
載
さ
れ
、
こ
れ
に
英
語
の
カ
タ
カ
ナ
書
き
の
薬
品
名
が
ふ
さ
れ
て
い
る
。
目
次
の
英
語
と
対
照
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
理
解
は
一
層
容
易
に
な
る
。
参
考
に
し
た
書
物
が
す
べ
て
英
語
で
あ
る
こ
と
は
、
明
治
初
年
の
我
が
国
の
医
学
が
ド
イ
ツ
一

辺
倒
で
な
か
っ
た
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
。
阿
知
波
五
郎
に
よ
れ
ば
、
わ
が
国
の
医
学
が
ド
イ
ツ
医
学
一
色
に
ぬ
り
つ
ぶ
さ
れ
る
の
は
、
明

（
蝿
）
（
媚
）

治
二
○
年
代
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
薬
品
に
つ
い
て
、
「
製
法
」
「
性
能
」
「
主
治
」
「
用
法
」
の
項
目
に
し
た
が
っ
て
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、
す
べ
て
の
薬
品
に
つ
い

て
す
べ
て
の
項
目
に
わ
た
っ
て
の
記
述
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
他
の
項
目
に
比
し
「
製
法
」
が
か
な
り
詳
細
に
記
載
さ
れ
て
い
る
の
は
、

ア
メ
リ
カ
薬
局
方
を
主
な
参
考
書
に
し
た
た
め
と
お
も
わ
れ
る
。

「
新
薬
性
功
」
の
序
言
に
は
「
仮
令
浅
晒
ナ
ル
訳
書
ヲ
著
述
シ
大
方
君
子
ノ
笑
ヲ
取
ル
モ
、
之
ヲ
僻
境
ノ
医
二
示
サ
ハ
豈
亦
少
補
ナ
カ
ラ
ン

ヤ
」
と
あ
る
が
、
薬
学
の
領
域
に
お
い
て
も
十
分
利
用
し
う
る
著
述
で
あ
ろ
う
。
日
本
薬
局
方
が
編
蟇
さ
れ
る
の
は
明
治
一
九
年
な
の
で
、

新
薬
の
解
説
と
な
る
と
い
き
お
い
こ
の
よ
う
な
体
裁
の
編
纂
様
式
を
採
用
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
こ
ろ
に
編
纂
さ
れ

た
同
様
な
書
物
は
、
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
体
裁
で
記
述
さ
れ
て
い
る
。

（
岬
）

清
水
藤
太
郎
は
そ
の
著
「
日
本
薬
学
史
」
で
英
米
医
学
に
関
係
あ
る
薬
物
書
を
あ
げ
て
い
る
が
、
本
書
の
書
名
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な

い
。
ま
た
他
の
お
お
く
の
薬
学
史
書
に
お
い
て
も
、
本
書
に
言
及
し
た
書
物
を
寓
目
す
る
機
会
に
め
ぐ
ま
れ
な
か
っ
た
、

の
ち
に
述
べ
る
よ
う
に
、
本
書
に
収
載
さ
れ
て
い
る
薬
品
は
い
わ
ゆ
る
化
学
薬
品
が
お
お
く
、
、
収
載
品
目
も
ご
く
わ
ず
か
で
あ
る
。
こ
の

こ
ろ
発
刊
さ
れ
た
同
様
の
書
物
Ｉ
た
と
え
ば
薪
薬
摘
塁
（
森
鼻
宗
次
、
明
治
六
年
）
や
、
薪
薬
渥
（
小
林
恒
、
明
治
五
年
）
Ｉ
に
く
ら

収
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、

は
ふ
く
ま
れ
て
い
な
い
。

お
も
わ
れ
る
。

『
新
薬
性
功
』
は
本
文
九
七
ペ
ー
ジ
で
、
イ
ロ
ハ
順
に
六
七
剤
の
薬
品
が
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。
同
一
成
分
の
薬
品
で
も
異
な
っ
た
剤
形
で

載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
薬
品
の
数
は
四
二
種
類
に
す
ぎ
な
い
。
い
ず
れ
も
外
来
薬
で
、
在
来
か
ら
わ
が
国
に
つ
た
わ
る
生
薬
な
ど
の
薬
物
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く
る
と
、
収
載
品
目
が
少
な
く
、
そ
の
種
類
に
お
お
い
に
偏
り
が
見
ら
れ
る
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
、
発
刊
当
時
も
ひ
ろ
く
利
用
さ
れ
る
こ
と

な
く
、
ま
た
医
史
学
や
薬
史
学
に
お
い
て
も
注
目
さ
れ
る
こ
と
な
く
す
ぎ
た
、
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

を
し
め
す
）
。

本
書
に
収
載
さ
れ
て
い
る
薬
品
を
あ
げ
る
（
括
弧
内
は
相
当
す
る
現
在
の
薬
品
名
を
あ
ら
わ
し
、
角
括
弧
は
本
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
「
効
能
」

魯
布
林
（
と

麦
奴
（
麦
角
）

番
木
鼈
丁
幾

尿
素
［
利
尿
］

伊
堀
那
質
亜
丁
幾
（
イ
グ
ナ
チ
ァ
チ
ン
キ
）
［
ス
ト
リ
キ
ニ
ー
ネ
の
原
料
］

印
度
大
麻
越
幾
斯
（
イ
ン
ド
大
麻
エ
キ
ス
）
［
麻
酔
、
鎮
痙
、
止
痛
］

魯
布
林
（
ル
プ
リ
ン
）
樹
脂
、
エ
キ
ス
、
チ
ン
キ
［
ホ
ッ
プ
の
蔓
、
強
壮
、
鎮
痙
］

麦
奴
（
麦
角
）
チ
ン
キ
、
流
動
エ
キ
ス
［
子
宮
出
血
、
肺
出
血
に
た
い
す
る
止
血
］

番
木
鼈
丁
幾
（
ホ
ミ
カ
チ
ン
キ
）
［
局
所
麻
酔
］

尼
喀
丁
（
ニ
コ
チ
ン
）
［
鎮
痙
］

ポ
ド
ヒ
リ
ュ
ー
ム
華
爾
斯
（
ポ
ド
フ
ィ
ラ
ム
樹
脂
）
［
緩
下
剤
］

ボ
ン
セ
ッ
ト
浸
剤
［
強
壮
、
発
汗
、
催
吐
、
下
剤
］

ベ
ー
ル
流
動
越
幾
斯
（
ベ
ー
ル
果
流
動
エ
キ
ス
）
［
収
數
］

的
列
答
（
セ
ン
ブ
リ
）
エ
キ
ス
チ
ン
キ
［
強
壮
、
健
質
］

硫
酸
加
度
密
（
硫
酸
カ
ド
ミ
ウ
ム
）
［
収
赦
、
催
吐
］

硫
酸
ベ
ベ
リ
ア
（
硫
酸
ベ
ベ
ェ
リ
ン
）
［
強
壮
、
収
赦
］

皆
緑
黍
蘆
（
ア
メ
リ
カ
ヘ
レ
ボ
ル
ス
根
）
チ
ン
キ
［
鎮
静
、
催
吐
］
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加
蔑
刺
（
カ
メ
ラ
）
［
駆
虫
、
峻
下
剤
］

加
里
沙
亜
越
里
幾
失
児
（
黄
キ
ナ
皮
エ
レ
キ
シ
ル
）
［
強
壮
、
強
心
］

加
里
沙
亜
越
里
幾
失
児
加
燐
鉄
規
尼
浬
斯
篤
里
幾
尼
（
硫
酸
鉄
・
キ
ニ
ー
ネ
・
ス
ト
リ
キ
ニ
ー
ネ
エ
レ
キ
シ
ル
）

加
里
沙
亜
越
里
幾
失
児
加
燐
鉄
（
黄
キ
ナ
樹
皮
硫
酸
鉄
）

沃
度
坊
（
ョ
－
ド
フ
ォ
ル
ム
）
［
鎮
降
薬
］

沃
顛
鉛
（
ョ
Ｉ
ド
鉛
）
［
変
質
、
解
凝
剤
］

吻
刺
篇
利
亜
（
ヴ
ェ
ラ
ト
リ
ン
）
［
峻
吐
下
剤
、
利
尿
、
発
汗
］

野
桜
皮
（
桜
樹
皮
）
浸
剤
、
エ
キ
ス
、
シ
ロ
ッ
プ
［
強
壮
、
鎮
静
］

攻
塊
油
（
バ
ラ
油
）
［
脱
臭
］

纈
草
酸
亜
鉛
（
キ
ッ
ソ
ウ
酸
亜
鉛
）
［
止
血
、
鎮
痙
］

纈
草
酸
曽
達
（
キ
ッ
ソ
ウ
酸
ソ
ー
ダ
）
［
神
経
衝
動
薬
］

蒲
魯
膠
順
（
臭
化
水
銀
）

蒲
魯
樛
剥
篤
亜
嬰
母
（
臭
化
カ
リ
）
［
変
質
、
解
凝
、
鎮
降
］

蒲
魯
樛
安
母
尼
亜
（
臭
化
ア
ン
モ
ニ
ア
）
［
変
質
、
解
凝
鎮
降
］

葡
萄
酒
類
［
強
壮
、
緩
下
剤
、
利
尿
］

略
味
亜
鉛
（
塩
化
亜
鉛
）
［
腐
蝕
、
変
質
、
鎮
痙
］

格
魯
母
酸
（
ク
ロ
ム
酸
）
［
腐
蝕
］

味
略
蒲
魯
膠
（
臭
化
塩
素
）
［
変
質
、
腐
蝕
］

コ
ロ
ダ
イ
ン
（
ク
ロ
ロ
ダ
イ
ン
）
［
複
合
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
・
モ
ル
ヒ
ネ
チ
ン
キ
・
止
痛
・
発
汗
、
収
赦
、
鎮
痙
、
利
尿
］
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二
、
三
の
興
味
あ
る
薬
品
に
つ
い
て
詳
し
く
み
て
み
よ
う
。

印
度
大
麻
越
幾
斯
Ｉ
冒
頭
に
「
印
度
ヨ
リ
輸
送
ノ
品
ハ
其
製
粗
悪
ニ
シ
テ
精
製
セ
サ
レ
ハ
薬
用
二
供
シ
難
シ
」
と
あ
る
。
「
性
能
」
は
「
強

烈
麻
酔
、
鎮
痙
、
止
痛
」
で
、
神
経
痛
、
リ
ウ
マ
チ
、
痛
風
、
破
傷
風
、
恐
水
病
、
コ
レ
｜
フ
、
舞
踏
病
な
ど
に
効
果
が
あ
る
と
い
う
。

尼
喀
丁
三
コ
チ
と
ｌ
こ
こ
で
憾
毒
作
用
の
み
が
強
調
さ
れ
て
い
て
、
治
療
効
果
に
つ
い
て
は
「
米
医
「
セ
熟
ン
ズ
」
氏
ハ
此
液
五
小

至
六
川
ヲ
以
テ
破
傷
風
ノ
患
者
二
皮
下
注
入
薬
ト
シ
試
用
ス
ヘ
シ
ト
云
ヘ
リ
」
と
、
わ
ず
か
三
行
に
す
ぎ
な
い
。

的
列
答
（
チ
レ
ッ
タ
）
Ｉ
「
単
苦
味
、
強
壮
健
質
亜
那
二
類
似
ス
」
と
い
う
。
胃
弱
や
病
後
の
衰
弱
な
ど
、
す
べ
て
の
強
壮
法
を
要
す
る

諸
症
に
効
果
が
あ
る
。
ま
た
「
此
薬
ハ
一
種
ノ
カ
ヲ
肝
臓
二
及
ホ
ス
者
ニ
シ
テ
、
常
二
肝
臓
ノ
変
機
ヲ
回
良
シ
、
胆
液
ノ
分
泌
ヲ
催
進
シ
テ

常
習
便
秘
ヲ
調
理
ス
」
る
と
い
う
が
、
そ
の
効
果
に
つ
い
て
は
ま
だ
確
定
さ
れ
て
い
な
い
、
と
書
き
足
す
こ
と
も
わ
す
れ
て
い
な
い
。

越
刺
的
林
（
エ
ラ
テ
リ
ン
）
［
峻
烈
利
尿
、
下
剤
］

亜
掘
的
刺
摂
謨
沙
（
ウ
マ
ノ
ミ
ッ
バ
）
煎
剤
、
チ
ン
キ
、
［
発
汗
、
利
尿
、
去
疾
］

亜
掘
的
刺
摂
謨
沙
酷
製
丁
幾
（
ウ
マ
ノ
ミ
ッ
バ
根
酢
酸
チ
ン
キ
）

第
一
酸
化
窒
素
（
過
酸
化
窒
素
）
［
衝
動
、
麻
酔
、
鎮
痙
］

蟻
酸
安
母
尼
亜
（
蟻
酸
ア
ン
モ
ニ
ア
）
［
抗
痙
筆
］

規
尼
浬
丁
幾
（
キ
ニ
ー
ネ
チ
シ

硝
酸
頓
（
硝
酸
水
銀
）
［
腐
蝕
］

説
抜
実
児
刺
（
ソ
バ
デ
ィ
ラ
）

膠
酸
摂
榴
母
（
膠
酸
セ
リ
ゥ
人

蟻
酸
［
衝
動
］

（
キ
ニ
ー
ネ
チ
ン
キ
）

（
ソ
バ
デ
ィ
ラ
）
［
峻
吐
下
、
衝
動
、
駆
虫
］

（
膠
酸
セ
リ
ウ
ム
）
［
鎮
吐
、
舞
踏
病
］
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明
治
一
二
年
の
コ
レ
ラ
大
流
行
に
さ
い
し
て
、
す
で
に
開
業
医
で
あ
っ
た
元
陸
軍
一
等
軍
医
副
土
屋
寛
信
は
、
内
務
省
御
用
掛
に
任
命
さ

れ
て
沖
縄
県
の
コ
レ
ラ
流
行
調
査
に
お
も
む
い
た
。
こ
の
と
き
の
調
査
内
容
を
し
る
し
た
の
が
『
琉
球
紀
行
」
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
当

時
の
沖
縄
県
に
お
け
る
内
政
の
状
況
と
、
コ
レ
ラ
の
流
行
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。

ま
た
土
屋
寛
信
が
あ
ら
わ
し
た
『
新
薬
性
功
」
の
内
容
に
つ
い
て
も
言
及
し
た
。
収
載
薬
品
の
種
類
は
す
ぐ
な
く
、
か
な
り
偏
っ
た
編
集

方
針
が
み
と
め
ら
れ
る
も
の
の
、
日
本
薬
局
方
が
編
蟇
さ
れ
る
以
前
の
時
期
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
な
り
の
愛
用
者
を
え
た
の
で
は
な
い
か
と

考
え
る
も
の
で
あ
る
。

葡
萄
酒
類
Ｉ
設
里
酒
（
セ
リ
ー
酒
）
、
末
的
刺
酒
（
マ
デ
ラ
酒
）
、
的
浬
律
仏
酒
、
忽
児
篤
酒
（
ボ
ル
ド
ー
酒
）
、
堀
刺
児
杜
酒
（
ク
ラ
ル
ト
酒
）
、

漢
巴
掘
浬
酒
（
シ
ャ
ン
ペ
ン
酒
）
な
ど
各
種
の
酒
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
お
お
く
の
文
明
国
で
飲
用
さ
れ
て
い
る
が
、
「
十
全
健
康
ノ
身
体
ニ
在

テ
ハ
実
二
有
害
ノ
ー
物
ナ
リ
、
仮
令
幸
ニ
シ
テ
大
害
ヲ
起
ス
コ
ト
ナ
キ
モ
、
寧
ロ
之
ヲ
飲
用
セ
ザ
ル
ヲ
優
レ
リ
ト
ス
」
と
冒
頭
に
の
べ
て
い

る
。
そ
の
一
方
で
「
病
体
二
採
用
ス
ル
ト
キ
ハ
実
二
貴
重
ナ
ル
ー
薬
ニ
シ
テ
、
殊
二
衰
弱
諸
病
二
於
テ
欠
可
ラ
サ
ル
者
タ
リ
」
と
、
い
さ
さ

か
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
な
表
現
の
記
述
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
酒
類
の
記
述
は
八
丁
に
わ
た
っ
て
い
る
。

第
一
酸
化
窒
素
ト
「
此
瓦
斯
ヲ
迷
檬
薬
ト
シ
用
ヰ
シ
ハ
碩
学
『
ウ
ェ
ー
ル
ス
」
氏
ヲ
以
テ
鼻
祖
ト
ス
、
後
戟
近
ノ
諸
大
家
モ
亦
皆
之
ヲ

実
験
シ
、
今
日
二
至
リ
テ
ハ
吸
引
迷
檬
薬
中
二
算
入
シ
テ
、
其
功
験
他
薬
二
比
ス
レ
バ
更
一
一
安
全
ナ
リ
ト
称
ス
」
と
讃
え
て
い
る
。
吸
引
瓶

の
図
解
ま
で
そ
え
て
九
丁
に
わ
た
っ
て
詳
細
に
解
説
を
く
わ
え
て
い
る
の
は
、
本
剤
が
全
身
麻
酔
薬
と
し
て
ひ
ろ
く
採
用
さ
れ
て
い
る
か
ら

に
ほ
か
な
ら
な
い
。

七
お
わ
り
に
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槁
を
お
え
る
に
あ
た
っ
て
、
「
土
屋
寛
信
履
歴
書
」
や
『
琉
球
紀
行
』
の
手
槁
の
披
見
を
ゆ
る
さ
れ
、
種
々
ご
教
示
を
た
ま
わ
っ
た
、
士
屋
寛
信
の
曾

孫
に
あ
た
る
茨
城
大
学
人
文
学
部
教
授
真
柳
誠
先
生
に
感
謝
の
意
を
さ
さ
げ
る
。

ご
指
導
、
ご
校
閲
を
た
ま
わ
っ
た
順
天
堂
大
学
酒
井
シ
ヅ
教
授
に
感
謝
す
る
。

本
論
文
の
要
旨
は
、
函
館
に
お
け
る
第
九
九
回
日
本
医
史
学
会
総
会
（
一
九
九
八
年
五
月
一
七
日
）
に
お
い
て
発
表
し
た
。

注
と
引
用
文
献

（
１
）
厚
生
省
医
務
局
編
「
医
制
百
年
史
資
料
編
」
五
四
五
頁
ぎ
よ
う
せ
い
昭
和
五
一
年

な
お
『
中
外
医
事
新
報
』
（
一
号
二
六
‐
二
七
頁
明
治
一
三
年
）
に
の
る
明
治
一
三
年
内
務
省
衛
生
局
統
計
に
は
、
明
治
一
二
年
の
コ
レ
ラ
患

者
は
一
六
万
八
三
一
四
名
、
死
亡
一
○
万
一
三
六
四
名
と
の
数
字
が
み
え
る
。

（
２
）
山
崎
佐
『
日
本
疫
史
及
防
疫
史
」
七
一
○
頁
克
誠
堂
昭
和
六
年

（
３
）
酒
井
シ
ヅ
『
日
本
疫
病
史
』
六
九
頁
放
送
大
学
教
育
振
興
会
一
九
九
三
年

（
４
）
東
京
曙
新
聞
明
治
一
二
年
八
月
二
○
日
『
明
治
ニ
ュ
ー
ス
事
典
』
二
巻
二
六
八
頁
毎
日
新
聞
社
一
九
八
三
年
よ
り
引
用
。

（
５
）
東
京
日
日
新
聞
明
治
一
二
年
九
月
一
七
日
同
書
二
六
八
頁
よ
り
引
用
。

（
６
）
虎
列
刺
予
防
法
心
得
明
治
一
○
年
八
月
二
七
日
内
務
省
達
乙
第
八
九
号

（
７
）
虎
列
刺
病
予
防
仮
規
制
明
治
一
二
年
六
月
二
七
日
太
政
官
布
告
第
二
三
号

（
８
）
海
港
虎
列
刺
病
予
防
仮
規
則
明
治
一
二
年
七
月
一
四
日
太
政
官
布
告
第
二
八
号

（
９
）
検
疫
停
船
規
則
明
治
一
二
年
七
月
一
二
日
太
政
官
布
告
第
二
九
号

以
上
（
６
）
か
ら
（
９
）
の
四
法
令
は
『
医
制
百
年
史
資
料
編
」
（
厚
生
省
医
務
局
編
昭
和
五
一
年
）
よ
り
引
用
し
た
。

（
叩
）
金
城
清
松
「
琉
球
医
学
史
概
説
」
『
医
謹
一
四
五
号
三
‐
一
四
頁
一
九
六
三
年

（
ｕ
）
新
里
恵
二
ほ
か
『
沖
縄
県
の
歴
史
」
一
二
九
頁
山
川
出
版
社
一
九
九
六
年
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（
肥
）
沖
縄
へ
の
医
師
派
遣
に
つ
い
て
は
、
明
治
一
三
年
に
内
務
卿
伊
藤
博
文
か
ら
太
政
大
臣
三
条
実
美
に
あ
て
た
「
沖
縄
県
虎
列
刺
病
臨
検
諸
費

下
賜
ノ
件
」
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

客
歳
コ
レ
ラ
病
流
行
二
際
シ
沖
縄
県
エ
波
及
病
勢
猛
烈
加
ル
ー
医
薬
並
予
防
之
方
法
モ
不
相
立
束
手
死
ヲ
待
ツ
ノ
景
況
二
立
至
リ
候
段
電

報
有
之
秒
時
モ
難
捨
置
場
相
二
付
不
取
敢
当
省
エ
医
師
壱
名
壱
ヶ
月
給
料
百
円
ニ
テ
雇
入
薬
品
携
帯
至
急
派
出
夫
々
予
防
治
療
等
為
致

追
々
撲
一
期
二
達
シ
客
月
二
七
日
帰
京
復
命
致
シ
候
（
稲
福
盛
輝
前
掲
書
二
六
頁
）

こ
の
文
書
に
医
師
の
姓
名
の
記
載
は
な
い
が
、
こ
れ
が
土
屋
寛
信
で
あ
る
こ
と
は
『
公
文
録
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
沖
縄
県
虎
列
刺
病
臨

検
諸
費
ノ
件
」
（
明
治
一
三
年
）
の
文
書
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。

（
Ⅳ
）
以
下
の
記
述
は
、
新
里
恵
二
ほ
か
『
沖
縄
県
の
歴
史
」
一
四
六
‐
一
六
○
頁
山
川
出
版
社
一
九
九
六
年
、
お
よ
び
我
部
政
男
「
琉
球
か
ら

沖
縄
へ
」
『
岩
波
講
座
日
本
通
史
」
一
六
巻
一
四
三
‐
一
七
三
頁
一
九
九
四
年
に
よ
る
。

（
皿
）
金
城
清
松
「
琉
球
の
種
痘
」
四
八
‐
五
五
頁
琉
球
史
料
研
究
会
昭
和
三
八
年

（
Ｂ
）
脇
屋
瑞
は
静
岡
県
出
身
で
、
土
屋
寛
信
の
『
琉
球
紀
行
」
に
よ
る
と
「
陸
軍
軍
医
補
也
、
方
今
沖
縄
県
御
用
掛
り
に
て
本
県
医
局
長
な
り
」

（
一
四
丁
オ
）
と
あ
り
、
ま
た
「
陸
軍
省
日
誌
」
に
は
明
治
九
年
八
月
一
八
日
に
陸
軍
軍
医
試
補
、
同
二
六
年
四
月
六
日
に
二
等
軍
医
正
に
任
官

し
た
と
あ
る
。
な
お
金
城
清
松
『
沖
縄
医
学
年
表
』
（
昭
和
五
一
年
若
夏
社
）
に
は
「
脇
屋
瑞
元
」
と
し
る
さ
れ
て
い
る
。

（
Ｍ
）
稲
福
盛
輝
「
沖
縄
疾
病
史
」
二
三
‐
二
九
頁
第
一
書
房
一
九
九
五
年

（
略
）
中
世
か
ら
近
代
ま
で
存
続
し
た
琉
球
の
行
政
区
画
で
、
住
民
の
生
活
母
体
で
あ
る
村
の
連
合
し
た
広
域
的
な
行
政
単
位
を
「
間
切
」
と
よ
ん

だ
。
沖
縄
本
島
と
そ
の
属
島
で
は
、
間
切
の
行
政
役
所
を
番
所
と
い
い
、
村
の
行
政
役
所
を
村
屋
と
い
う
。
先
島
諸
島
で
は
、
間
切
、
村
の
役

所
は
そ
れ
ぞ
れ
蔵
元
、
番
所
と
い
っ
た
。
明
治
四
一
年
二
九
○
八
）
四
月
一
日
施
行
の
沖
縄
県
及
島
唄
町
村
制
に
よ
り
廃
止
さ
れ
て
、
村
と
改

称
さ
れ
た
。

わ
し
く
記
載
さ
れ
て
い
る
。

本
書
で
は
、
葉
自
意
が
師
事
し
た
医
師
を
「
寿
徳
庵
玄
由
」
と
し
る
し
て
い
る
が
、
寿
徳
院
曲
直
瀬
家
の
祖
寿
徳
院
曲
直
瀬
玄
由
が
正
し
い
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
矢
数
道
明
「
近
世
漢
方
医
学
史
ｌ
曲
直
瀬
道
三
と
そ
の
学
統
ｌ
」
（
名
著
出
版
昭
和
五
七
年
）
二
五
一
‐
二
五
五
頁
に
く
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・
大
植
四
郎
「
明
治
過
去
帳
」
一
七
六
頁
東
京
美
術
昭
和
四
六
年

（
犯
）
本
文
に
は
「
武
昌
之
」
と
あ
る
が
、
「
官
員
録
」
（
明
治
一
四
年
）
に
は
「
衛
生
局
四
等
属
武
昌
吉
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

（
認
）
石
黒
忠
恵
（
一
八
四
五
－
一
九
四
二
は
こ
の
こ
ろ
陸
軍
一
等
軍
医
正
で
医
務
局
勤
務
で
あ
っ
た
。

（
別
）
柴
田
承
桂
（
一
八
四
五
‐
一
九
一
○
）
は
こ
の
こ
ろ
内
務
省
衛
生
局
御
用
掛
で
あ
っ
た
。

（
妬
）
遠
藤
達
（
一
八
四
七
‐
一
八
九
二
）
は
旧
二
本
松
藩
医
で
、
土
屋
寛
信
と
は
同
藩
の
出
身
で
あ
る
。
大
島
雲
平
の
三
男
で
藩
医
遠
藤
雲
沢
の
養
子

と
な
っ
た
。
明
治
七
年
青
森
県
大
属
を
振
り
だ
し
に
内
務
官
僚
の
道
に
す
す
み
、
こ
の
こ
ろ
は
内
務
省
庶
務
局
准
奏
任
御
用
掛
で
あ
っ
た
。
（
行

年
は
五
五
歳
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
逆
算
す
る
と
生
年
は
一
八
三
八
年
に
な
る
）
。

・
戸
城
伝
七
郎
「
二
本
松
藩
史
」
三
四
九
頁
二
本
松
藩
史
刊
行
会
昭
和
元
年

・
大
植
四
郎
前
掲
害
三
五
六
頁

（
妬
）
コ
レ
ラ
送
り
の
行
列
は
全
国
各
地
で
み
ら
れ
た
。
そ
の
一
例
と
し
て
明
治
一
二
年
八
月
一
五
日
「
東
京
曙
新
聞
」
二
明
治
ニ
ュ
ー
ス
事
典
」
二

巻
二
六
七
頁
）
か
ら
、
石
川
県
の
模
様
を
引
用
す
る
。

若
者
連
数
十
人
が
列
を
整
え
、
大
な
る
竹
籠
に
七
五
三
縄
を
張
り
幣
を
立
て
、
或
い
は
藁
箒
な
ど
を
入
れ
て
界
ぎ
出
し
、
ま
た
大
な
る
紙

旗
に
虎
列
刺
送
の
四
大
字
を
書
き
た
る
を
押
し
立
て
、
中
央
に
は
例
の
藁
人
形
を
界
ぎ
、
笛
、
太
鼓
、
法
螺
を
鳴
ら
し
、
或
い
は
鉄
葉
（
ブ

（
肥
）
鍋
島
直
彬
（
一
八
四
三
‐
一
九
一
五
）
は
佐
賀
鍋
島
の
支
藩
で
あ
る
肥
前
鹿
島
二
万
石
の
最
後
の
藩
主
で
、
明
治
二
年
鹿
島
知
藩
事
、
同
五
年
か

ら
九
年
に
か
け
て
ア
メ
リ
カ
に
留
学
し
、
ゞ
一
二
年
初
代
の
沖
縄
県
令
に
就
任
し
た
。

・
霞
会
館
編
「
平
成
新
修
旧
華
族
家
系
大
成
」
下
巻
二
七
三
頁
吉
川
弘
文
館
平
成
八
年

・
稲
村
徹
元
ほ
か
「
大
正
過
去
帳
」
六
七
頁
東
京
美
術
昭
和
四
八
年

（
岨
）
高
良
倉
吉
「
琉
球
王
国
』
一
七
八
頁
岩
波
新
書
一
九
九
三
年

（
加
）
田
港
朝
昭
「
近
代
に
お
け
る
沖
縄
」
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
』
一
六
巻
二
一
四
‐
二
四
○
頁
一
九
七
六
年

（
別
）
金
沢
良
斎
（
一
八
三
九
‐
一
八
八
三
）
は
岐
阜
県
出
身
。
明
治
四
年
陸
軍
一
等
軍
医
副
、
同
七
年
陸
軍
軍
医
と
な
る
。
こ
の
こ
ろ
の
役
職
に
つ
い

て
は
不
明
で
あ
る
。
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・
杉
谷
昭
「
鍋
島
閖
嬰
蘭
癖
・
佐
賀
藩
主
の
幕
末
」
二
○
六
頁
中
公
新
書
一
九
九
二
年

・
大
植
四
郎
前
掲
書
四
一
四
頁

（
羽
）
守
山
弘
和
は
「
琉
球
紀
行
」
に
よ
れ
ば
「
余
が
熊
本
出
張
の
際
、
薬
局
に
勤
務
せ
し
人
に
て
、
現
今
陸
軍
軍
医
試
補
な
り
」
二
八
丁
オ
）
と

あ
っ
て
、
こ
の
と
き
首
里
の
分
営
に
駐
屯
し
て
い
た
。

（
鋤
）
こ
の
こ
ろ
の
琉
球
王
国
の
抵
抗
運
動
は
、
農
民
層
も
ふ
く
ん
だ
島
ぐ
る
み
の
組
織
化
で
あ
り
、
そ
の
現
れ
と
し
て
「
血
判
誓
約
行
為
」
が
あ

っ
た
こ
と
は
、
尚
泰
自
身
も
そ
の
書
簡
の
中
で
そ
れ
を
み
と
め
て
い
る
（
我
部
政
男
「
琉
球
か
ら
沖
縄
へ
」
前
掲
書
一
五
二
‐
一
五
四
頁
）
。

（
瓢
）
里
之
子
は
「
さ
と
い
し
」
と
よ
む
。
こ
れ
も
琉
球
に
お
け
る
譜
代
士
族
の
家
筋
を
あ
ら
わ
す
。

（
犯
）
「
風
邪
」
（
ふ
う
ち
）
は
あ
る
い
は
「
風
気
」
（
ふ
う
き
）
と
も
い
う
。
西
南
諸
島
で
は
「
疾
患
の
何
た
る
を
問
は
ず
、
流
行
病
な
れ
ば
総
て
こ
れ

を
風
邪
と
云
ふ
」
今
琉
球
紀
行
』
二
八
丁
オ
）
と
あ
る
。
さ
ら
に
二
九
丁
ウ
に
は
「
当
時
流
行
せ
り
と
云
ふ
風
邪
（
フ
ウ
チ
）
と
唱
ふ
る
も
の
を
診

察
せ
し
に
、
咽
喉
加
答
児
に
て
咳
嗽
の
出
る
も
の
多
し
」
と
の
記
述
が
あ
る
。

（
調
）
帰
京
後
、
土
屋
寛
信
が
内
務
省
に
提
出
し
た
帰
京
届
や
復
命
書
は
、
そ
の
所
在
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
「
公
文
録
」
に
は
さ
き
に
あ
げ
た
「
沖

縄
県
虎
列
刺
病
臨
検
諸
費
ノ
件
」
を
見
出
し
に
も
つ
文
言
に
は
「
土
屋
寛
信
沖
縄
県
虎
列
刺
病
臨
検
諸
費
仕
訳
害
」
が
ふ
く
ま
れ
て
お
り
、
こ

れ
に
よ
っ
て
土
屋
寛
信
の
沖
縄
派
遣
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
る
と
派
遣
に
要
し
た
費
用
は
一
二
二
四
円
九
五
銭
四
厘
で
、
そ
の
内
訳
は
給

料
と
し
て
五
五
○
円
、
旅
費
が
四
一
八
円
二
○
銭
、
滞
在
日
当
と
し
て
三
七
円
一
○
銭
、
ほ
か
に
薬
品
買
上
げ
や
そ
の
他
の
費
用
と
し
て
二
一

九
円
六
五
銭
四
厘
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
仕
訳
害
」
に
し
る
さ
れ
て
い
る
旅
行
日
程
と
「
琉
球
紀
行
」
の
そ
れ
と
は
一
致
し
て
い
る
。

貴
族
院
議
員
と
な
る
。

・
杉
谷
昭
「
鍋
島
甲

・
大
植
四
郎
前
垣

（
羽
）
守
山
弘
和
は
「
琉
一

リ
キ
）
の
油
函
を
曳
き
ず
り
、
数
十
の
提
燈
を
持
ち
、
す
さ
ま
じ
き
勢
い
に
て
押
し
出
せ
り
。

（
”
）
筑
登
之
は
「
ち
く
ど
の
」
あ
る
い
は
「
ち
く
ど
ん
」
と
よ
む
。
琉
球
に
お
け
る
譜
代
士
族
の
家
筋
を
あ
ら
わ
す
。
親
雲
上
は
「
ぺ
－
ち
ん
」

あ
る
い
は
「
ぺ
－
く
み
－
」
と
よ
む
。
沖
縄
の
大
名
階
級
に
属
す
る
「
親
方
」
（
お
い
か
た
）
の
敬
称
で
あ
る
。

（
詔
）
原
忠
順
（
一
八
三
四
‐
一
八
九
四
）
は
旧
肥
前
鹿
島
藩
士
。
安
政
四
年
に
幕
府
昌
平
費
に
入
門
し
、
安
積
艮
斎
に
つ
い
て
儒
学
を
お
さ
め
た
。
明

治
五
年
主
君
鍋
島
直
彬
に
し
た
が
っ
て
ア
メ
リ
カ
視
察
旅
行
の
後
に
左
院
五
等
議
官
と
な
る
。
明
治
一
二
年
沖
縄
県
少
書
記
官
と
な
り
、
の
ち
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（
妃
）
土
屋
寛
信
の
履
歴
書
に
は
、
こ
こ
に
居
住
し
た
と
の
記
録
は
見
い
だ
せ
な
い
。

（
粥
）
ダ
ン
グ
リ
ソ
ン
の
医
学
辞
典
は
一
八
三
三
年
に
初
版
が
発
行
さ
れ
、
一
八
六
六
年
に
は
す
で
に
一
七
版
を
か
さ
ね
て
、
も
っ
と
も
よ
く
利
用

さ
れ
て
い
た
英
語
医
学
辞
典
で
あ
る
。
ダ
ン
グ
リ
ソ
ン
お
よ
び
そ
の
著
ミ
ミ
号
ミ
偏
輿
§
苫
に
つ
い
て
は
す
で
に
発
表
し
た
。

・
深
瀬
泰
且
「
ロ
ブ
リ
ー
・
ダ
ン
グ
リ
ソ
ン
の
「
医
学
事
典
」
ｌ
明
治
初
年
の
わ
が
国
英
米
医
学
へ
の
貢
献
」
冒
本
医
史
学
雑
誌
」
四
三

巻
四
七
九
‐
五
○
二
頁
一
九
九
七
年

（
弱
）
陸
軍
二
等
軍
医
副
、
同
一
等
軍
医
副
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ち
の
陸
軍
軍
医
少
尉
、
同
軍
医
中
尉
に
あ
た
る
。
な
お
陸
軍
軍
医
試
補
は
曹
長
相
当

官
で
あ
る
が
、
明
治
六
年
に
廃
止
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
い
わ
ゆ
る
下
級
軍
医
と
い
え
よ
う
。

（
調
）
宗
田
一
「
日
本
医
療
文
化
史
」
四
二
二
頁
思
文
閣
出
版
一
九
八
九
年

（
訂
）
「
東
京
医
家
雷
名
鏡
」
順
天
堂
大
学
医
学
部
山
崎
文
庫
蔵

（
錦
）
『
二
本
松
藩
史
』
に
は
藩
の
儒
者
と
し
て
堀
長
蔵
、
あ
る
い
は
堀
退
蔵
の
名
は
み
え
る
が
、
堀
賢
蔵
は
な
い
。

（
鋤
）
大
沢
権
治
（
一
七
九
一
－
一
八
六
二
）
は
半
右
衛
門
、
諒
は
成
強
と
称
し
た
。
草
木
流
の
書
を
よ
く
し
、
と
く
に
行
書
、
草
書
に
秀
で
て
い
た
。

祐
筆
頭
と
な
り
、
の
ち
に
郡
奉
行
に
昇
進
し
た
（
戸
城
伝
七
郎
前
掲
害
四
○
九
頁
）
。

（
㈹
）
「
二
本
松
藩
史
』
に
は
馬
術
の
名
手
と
し
て
の
大
島
文
之
進
（
‐
一
八
六
三
の
名
は
み
え
る
が
、
槍
術
に
つ
い
て
は
ふ
れ
て
い
な
い
。

（
蛆
）
本
論
文
で
は
東
京
慈
恵
会
医
科
大
学
医
学
情
報
セ
ン
タ
ー
図
吾
館
蔵
の
「
新
薬
性
功
」
を
使
用
し
た
。
本
書
の
コ
ピ
ー
を
ゆ
る
さ
れ
た
同
大

学
に
感
謝
す
る
。
な
お
、
本
書
は
堀
田
俊
造
（
明
治
四
三
年
東
京
慈
恵
会
医
院
医
学
専
門
学
校
卒
）
よ
り
大
正
一
三
年
七
月
に
寄
贈
さ
れ
た
も
の
で

（
弘
）
敬
学
館
は
文
化
一
四
年
（
一
八
一
七
）
の
創
立
で
、
天
保
二
年
（
一
八
四
○
）
ご
ろ
に
蘭
方
医
学
を
採
用
し
た
。
山
崎
佐
「
各
藩
医
学
教
育

の
展
望
」
四
三
頁
国
土
社
昭
和
三
年
、
文
部
省
総
務
局
「
日
本
教
育
史
資
料
こ
「
旧
二
本
松
藩
」
六
八
八
‐
六
九
三
頁
明
治
二
三
年
、

戸
城
伝
七
郎
前
掲
害
七
三
四
‐
七
四
○
頁
な
ど
に
く
わ
し
い
記
述
が
み
ら
れ
る
。
小
此
木
玄
智
（
一
八
一
七
‐
一
八
七
二
）
は
藩
医
利
悌
の
長
男

で
、
諄
は
利
弦
、
通
称
玄
智
、
天
然
と
号
し
た
。
江
戸
に
遊
学
し
て
坪
井
信
道
に
教
え
を
う
け
、
牛
痘
法
に
た
け
て
い
た
（
戸
城
伝
七
郎
前
掲

あ
る
。

書
四
四
一
‐
四
四
二
頁
）
。
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宗
田
一
前
掲
害
三
五
七
頁

阿
知
波
五
郎
「
明
治
初
期
英
米
系
医
学
訳
耆
原
書
と
そ
の
性
格
」
「
日
本
英
学
史
研
究
会
研
究
報
告
」
三
七
号
一
‐
一
六
頁
一
九
六
五
年
（
の

ち
に
「
明
治
初
年
の
英
語
医
学
辞
書
」
お
よ
び
「
明
治
初
期
の
英
語
医
学
ｌ
英
米
医
学
訳
書
の
原
著
と
そ
の
性
格
」
と
し
て
『
近
代
日
本
の
医
学
ｌ

西
欧
医
学
受
容
の
軌
跡
ｌ
』
一
九
八
二
年
恩
文
閣
出
版
に
収
録
）

阿
知
波
五
郎
「
明
治
初
期
の
日
米
医
学
交
流
に
つ
い
て
」
「
日
本
医
事
新
報
」
一
二
七
四
号
四
三
‐
四
六
頁
一
九
六
五
年

清
水
藤
太
郎
『
日
本
薬
学
史
」
一
三
四
‐
一
四
二
頁
南
山
堂
一
九
四
五
年

（
順
天
堂
大
学
医
学
部
医
史
学
研
究
室
）
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OnthePrevalenceofAsiaticCholerainOkinawa,1879and

66Ryukyu-kiko''WrittenbyHironobuTsuchiya

byYasuakiFUKASE
（
誘
雪
）
巾
釦
祇
抑
等
鰕
搾
禦
朴
田
幽
骨
、

ThegreatestprevalenceofAsiaticcholerasincetheadoptionofmodernstatisticswasinl879.

EspeciallyinOkinawaPrefecture,itsmorbidityratewasthelargestinJapaninthatyear.

Dr.HironobuTsuchiya,whowasappointedasanofficialoftheDepartmentoflnnerAffairs,wrote

"Ryukyu-kiko"asaprivatememorandum.Hewrotemoreaboutthesituationofadministrative

confusionthanhedidabouttheconditionofAsiaticcholera.

ThispaperalsomentionsthebriefsketchofTsuchiya'slifeandthedescriptionofthemanufacturing

methods,effectivenessanduseofchemicaldrugswhicharecontainedinhis$:Sinyaku-shoko".


